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問
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は
じ
め
に

〇
六
年
以
降
、「
格
差
社
会
」
と
い
う
言
葉
が
世
論
の
話
題
と
な
り
、
そ
の

背
景
と
し
て
、「
非
正
規
雇
用
」
と
い
う
働
か
せ
方
、
そ
れ
に
起
因
す
る
「
ワ

ー
キ
ン
グ
プ
ア
」（
働
く
貧
困
層
）
の
存
在
に
社
会
的
な
関
心
が
集
ま
っ
て
き

た
。
こ
の
よ
う
な
問
題
が
「
可
視
化
」
さ
れ
、
国
民
の
な
か
に
浸
透
し
た
背
景

に
は
、
マ
ス
コ
ミ
に
よ
る
さ
ま
ざ
ま
な
報
道
が
あ
っ
た
。

非
正
規
雇
用
と
い
う
働
か
せ
方
が
も
つ
問
題
状
況
は
、
〇
五
年
二
月
に
Ｎ
Ｈ

Ｋ
が
放
映
し
た
「
フ
リ
ー
タ
ー
漂
流
」
と
い
う
特
集
番
組
に
よ
っ
て
明
ら
か
に

さ
れ
た
。
こ
の
番
組
は
、
製
造
業
の
現
場
に
浸
透
し
た
業
務
請
負
の
実
態
、
請

負
労
働
者
と
し
て
働
く
フ
リ
ー
タ
ー
の
不
安
定
性
や
過
酷
な
労
働
条
件
を
鋭
く

告
発
し
た
。『
朝
日
新
聞
』
は
〇
六
年
七
月
三
〇
日
か
ら
八
月
三
日
に
か
け

て
、
大
手
製
造
業
に
お
け
る
業
務
請
負
の
実
態
が
派
遣
労
働
で
あ
り
、
い
わ
ゆ

る
「
偽
装
請
負
」
で
あ
る
こ
と
を
報
道
し
た
。
ま
た
、
〇
七
年
一
月
に
は
日
本

テ
レ
ビ
が
「
ネ
ッ
ト
カ
フ
ェ
難
民
―
漂
流
す
る
貧
困
者
た
ち
」
を
放
映
し
、
日

雇
い
派
遣
で
働
く
若
者
た
ち
の
労
働
と
生
活
の
過
酷
さ
が
明
瞭
に
な
っ
た
。

他
方
、
ワ
ー
キ
ン
グ
プ
ア
の
問
題
性
に
つ
い
て
も
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
が
〇
六
年
七
月

に
「
ワ
ー
キ
ン
グ
プ
ア
―
働
い
て
も
働
い
て
も
豊
か
に
な
れ
な
い
」、
〇
六
年

一
二
月
に
「
ワ
ー
キ
ン
グ
プ
ア
�
―
努
力
す
れ
ば
抜
け
出
せ
ま
す
か
」、
〇
七

年
一
二
月
に
「
ワ
ー
キ
ン
グ
プ
ア
�
―
解
決
へ
の
道
」
を
シ
リ
ー
ズ
で
放
映
し

た
。
社
会
の
な
か
で
努
力
し
て
も
報
わ
れ
な
い
人
々
の
姿
が
描
か
れ
、
自
己
責

任
を
基
調
と
す
る
社
会
へ
の
不
安
と
、
貧
困
を
生
み
出
す
社
会
構
造
へ
の
関
心

が
惹
起
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

出
版
業
界
に
お
い
て
も
、
〇
七
年
か
ら
〇
八
年
に
か
け
て
「
貧
困
」
を
テ
ー

マ
と
し
た
書
籍
が
数
多
く
出
版
さ
れ
た
。
雨
宮
処
凛
『
生
き
さ
せ
ろ
！
難
民

化
す
る
若
者
た
ち
』（
大
田
出
版
、
二
〇
〇
八
年
）、
湯
浅
誠
『
反
貧
困
―
「
す

べ
り
台
社
会
」
か
ら
の
脱
出
』（
岩
波
新
書
、
二
〇
〇
八
年
）
な
ど
は
ベ
ス
ト

セ
ラ
ー
と
な
っ
た
。

こ
う
し
て
、「
ワ
ー
キ
ン
グ
プ
ア
」
と
「
非
正
規
雇
用
」
の
諸
問
題
が
広
く

知
ら
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
世
論
の
関
心
は
「
貧
困
」
を
生
み
出
す
社
会
の
構

造
へ
と
大
き
く
舵
を
き
る
こ
と
と
な
っ
た
。

以
上
の
よ
う
な
問
題
の
「
可
視
化
」
の
一
方
で
、
問
題
へ
の
処
方
箋
を
具
体

化
す
る
観
点
か
ら
い
え
ば
、
そ
の
所
在
と
背
景
、
政
策
的
対
応
に
向
け
た
論
点

が
明
確
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
も
そ
も
「
ワ
ー
キ
ン
グ
プ
ア
」「
非

正
規
雇
用
」
と
は
ど
の
よ
う
な
問
題
で
、
い
か
な
る
特
徴
を
も
っ
て
い
る
の

か
、
そ
れ
が
問
題
化
す
る
う
え
で
背
景
と
な
っ
た
諸
要
素
、
す
な
わ
ち
、
労
働

法
制
や
社
会
保
障
法
制
、
日
本
経
済
の
構
造
と
労
働
市
場
、
企
業
の
あ
り
方
や

管
理
戦
略
は
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
の
か
、
な
ど
が
明
ら
か
に
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

第
一
章

世
帯
か
ら
見
た
現
代
日
本
の

ワ
ー
キ
ン
グ
プ
ア

１

ワ
ー
キ
ン
グ
プ
ア
と
は
な
に
か

「
ワ
ー
キ
ン
グ
プ
ア
」
と
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
〇
六
年
か
ら
日
本

社
会
に
浸
透
し
た
言
葉
で
（
１
）

あ
る
。
し
か
し
、
江
口
英
一
は
七
九
年
に
公
表
し
た
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『
現
代
の
「
低
所
得
層
」
―
「
貧
困
」
研
究
の
方
法
（
上
）』（
未
来
社
、
一
九

七
九
年
）
の
冒
頭
、「
現
代
の
貧
困
」
を
「
労
働
組
合
や
社
会
運
動
が
存
在

し
、
包
括
的
な
社
会
保
障
制
度
が
整
備
さ
れ
た
も
と
で
も
存
在
す
る
『
社
会
階

層
』＝

『
低
所
得
階
層
』
の
問
題
」
と
し
て
い
る
。
そ
の
う
え
で
、
当
時
の
イ

ギ
リ
ス
の
研
究
者
が
用
い
て
い
たD

eprivation

と
い
う
視
点
が
、「
現
代
の

貧
困
」
と
し
て
の
「
低
所
得
階
層
」
に
目
を
向
け
さ
せ
た
と
し
て
、「
現
に
公

的
扶
助
を
う
け
て
い
る
公
的
な
被
扶
助
者
以
外
に
、
そ
れ
ら
の
政
策
や
施
設
を

何
ら
享
受
で
き
ず
、
ま
た
自
ら
の
生
活
を
守
り
、
防
ぐ
べ
き
自
主
的
組
織
的
手

段
を
何
ら
も
た
な
い
階
層
―
『
低
所
得
階
層
』、
す
な
わ
ち�
現
代
のW

orking
Poor

�」
と
い
う
説
明
を
行
っ
て
い
る
。

国
際
的
に
み
れ
ば
、
〇
四
年
に
は
Ｅ
Ｕ
の
包
括
的
な
調
査
研
究
と
し
て
『
Ｅ

Ｕ
に
お
け
るW

orking
Poor

』
が
公
表
さ
れ
て
お
り
、W

orking
Poor

に

つ
い
て
の
実
態
把
握
、
そ
の
救
済
に
向
け
た
政
策
対
応
に
つ
い
て
旺
盛
な
議
論

が
行
わ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
、
Ｅ
Ｕ
調
査
で
採
用
さ
れ
たW

orking
Poor

の

規
定
は
、
ア
メ
リ
カ
労
働
統
計
局
（
Ｂ
Ｌ
Ｓ
）
の
調
査
研
究
の
規
定
を
引
き
継

い
だ
も
の
で
あ
る
。
Ｂ
Ｌ
Ｓ
のW
orking

Poor

の
規
定
と
測
定
は
、
ジ
ョ
ン

ソ
ン
政
権
の
「
偉
大
な
社
会
」
計
画
の
立
案
と
「
貧
困
に
対
す
る
闘
い
」
の
な

か
で
深
化
し
た
も
の
で
あ
り
、
労
働
市
場
へ
の
参
入
・
退
出
を
繰
り
返
す
失

業
・
不
安
定
就
業
の
低
所
得
者
層
、
と
く
に
、
連
邦
貧
困
基
準
以
下
の
就
労
貧

困
層
（W

orking
Poor

）
の
把
握
が
重
視
さ
（
２
）

れ
た
。
以
上
の
よ
う
に
、
ワ
ー

キ
ン
グ
プ
ア
（W

orking
Poor

）
研
究
に
は
そ
の
理
論
、
規
定
と
計
測
に
つ

い
て
深
み
の
あ
る
研
究
成
果
が
存
在
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
現
在
の
Ｂ
Ｌ
Ｓ
のW

orking
Poor

推
計
に
影
響
を
与
え
て
い

るK
lein,

B
.W

.
and

R
ones,

P.

は
、「
集
団
と
し
て
のW

orking
Poor

は
、
二
つ
の
側
面
か
ら
貧
困
状
態
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
第
一
に
、
失
業
、
フ
ル

タ
イ
ム
の
職
が
み
つ
か
ら
な
い
こ
と
、
低
賃
金
率
、
を
含
め
労
働
市
場
の
問
題

か
ら
生
じ
る
結
果
と
し
て
の
低
所
得
と
い
う
側
面
で
あ
り
、
第
二
に
、
扶
養
児

童
の
存
在
と
た
っ
た
一
人
の
稼
得
者
の
よ
う
な
貧
困
に
つ
な
が
る
世
帯
構
造
と

い
う
側
面
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

日
本
に
お
け
る
「
労
働
力
調
査
」
や
「
就
業
構
造
基
本
調
査
」
の
デ
ー
タ
を

加
工
し
、
Ｂ
Ｌ
Ｓ
や
Ｅ
Ｕ
の
推
計
結
果
と
比
較
可
能
に
す
る
と
い
う
作
業
は
筆

者
の
能
力
を
超
え
て
い
る
。
し
か
し
、
以
上
の
よ
う
な
労
働
市
場
と
世
帯
構
造

と
い
う
問
題
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
成
果
を
振
り
返
る
こ

と
は
可
能
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
、
現
代
日
本
に
お
け
る
ワ
ー
キ
ン

グ
プ
ア
の
実
態
を
で
き
る
か
ぎ
り
明
ら
か
に
し
（
３
）

た
い
。

ま
ず
、
現
代
日
本
に
お
け
る
世
帯
と
し
て
の
ワ
ー
キ
ン
グ
プ
ア
の
把
握
に
つ

い
て
で
あ
る
。
こ
の
点
で
は
、
九
七
年
、
〇
二
年
、
〇
七
年
の
「
就
業
構
造
基

本
調
査
」
を
素
材
と
し
、
最
低
限
度
の
生
活
水
準
を
保
て
な
い
世
帯
の
問
題
を

明
ら
か
に
し
た
後
藤
道
夫
の
研
究
が
重
要
で
あ
る
。
後
藤
は
、
ワ
ー
キ
ン
グ
プ

ア
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
な
定
義
を
与
え
て
い
る
。

「『
ワ
ー
キ
ン
グ
プ
ア
』
と
は
、
そ
の
世
帯
の
一
人
あ
る
い
は
複
数
が
フ
ル
タ

イ
ム
で
働
い
て
い
る
か
、
あ
る
い
は
、
働
く
準
備
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

最
低
限
度
の
生
活
水
準
を
保
て
な
い
収
入
の
世
帯
を
さ
す
言
葉
で
（
４
）

あ
る
」。
こ

の
よ
う
な
定
義
を
も
と
に
、
ま
ず
、
ワ
ー
キ
ン
グ
プ
ア
世
帯
の
量
的
な
規
模
を

確
認
す
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
よ
う
。

２

世
帯
か
ら
見
た
ワ
ー
キ
ン
グ
プ
ア

ワ
ー
キ
ン
グ
プ
ア
世
帯
の
推
計
を
行
う
場
合
、
ま
ず
重
要
な
の
は
、
ど
の
よ

う
な
所
得
世
帯
を
ワ
ー
キ
ン
グ
プ
ア
世
帯
と
し
て
規
定
・
析
出
す
る
か
、
と
い
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う
問
題
で
あ
る
。
後
藤
は
、「
世
帯
収
入
」
が
把
握
可
能
で
、
そ
の
世
帯
主
の

「
主
な
収
入
の
種
類
」
が
確
定
可
能
な
「
就
業
構
造
基
本
調
査
」
を
基
本
デ
ー

タ
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、「
被
保
護
世
帯
全
国
一
斉
調
査
」
で
得
ら
れ
た
生

活
保
護
被
保
護
世
帯
「
最
低
生
活
費
」
の
世
帯
人
数
別
全
国
平
均
値
（
医
療
扶

助
除
く
）
を
一
般
的
な
貧
困
基
準
①
と
し
、
さ
ら
に
、
勤
労
世
帯
向
け
の
基
準

と
し
て
直
接
税
、
社
会
保
険
料
、
勤
労
に
伴
う
諸
費
用
を
加
え
た
貧
困
基
準
②

（
①
×
一
・
四
）、「
給
与
所
得
控
除
」
を
加
え
た
貧
困
基
準
③
を
設
定
し
、
こ

れ
ら
を
ク
ロ
ス
す
る
か
た
ち
で
ワ
ー
キ
ン
グ
プ
ア
の
推
計
を
行
っ
て
い
る
。
そ

の
結
果
を
示
し
た
も
の
が
第
１
表
で
あ
る
。

こ
の
表
で
は
、
ま
ず
、「
計
」
の
欄
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
貧
困
基
準
か

ら
推
計
さ
れ
る
貧
困
世
帯
全
体
の
動
向
が
一
般
的
に
確
認
で
き
る
。
次
に
、

「
世
帯
収
入
」
に
つ
い
て
、「
賃
金
・
給
与
が
主
」「
農
業
が
主
」「
農
業
以
外
の

事
業
収
入
が
主
」「
内
職
が
主
」
と
す
る
各
世
帯
を
就
業
中
の
勤
労
世
帯
、「
そ

の
他
収
入
が
主
」
の
な
か
で
求
職
活
動
を
し
た
者
が
い
る
世
帯
と
「
雇
用
保
険

が
主
」
と
す
る
世
帯
を
失
業
中
の
勤
労
世
帯
と
み
な
し
、
そ
れ
ら
を
集
計
し
た

「
勤
労
世
帯
（
再
）」
に
お
い
て
、
ワ
ー
キ
ン
グ
プ
ア
世
帯
全
体
の
動
向
が
示
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
表
か
ら
得
ら
れ
る
ワ
ー
キ
ン
グ
プ
ア
世
帯
の
動
態
上
の
特
徴

を
見
て
お
こ
う
。

第
一
に
、
貧
困
世
帯
お
よ
び
ワ
ー
キ
ン
グ
プ
ア
世
帯
全
体
の
動
向
で
あ
る
。

九
七
年
か
ら
〇
二
年
の
期
間
で
は
、
貧
困
世
帯
お
よ
び
ワ
ー
キ
ン
グ
プ
ア
世
帯

の
総
数
・
比
率
は
と
も
に
急
増
し
て
い
る
。
戦
後
最
長
の
景
気
回
復
期
と
さ
れ

た
〇
二
年
か
ら
〇
七
年
ま
で
の
間
で
は
、
貧
困
世
帯
数
は
微
増
、
貧
困
率
は
横

ば
い
、
ワ
ー
キ
ン
グ
プ
ア
世
帯
は
基
準
①
を
適
用
し
た
場
合
を
除
き
、
世
帯

数
・
世
帯
率
と
も
僅
か
で
は
あ
る
が
増
加
傾
向
を
示
し
て
い
る
。
長
期
の
景
気

回
復
期
間
に
お
い
て
も
、
貧
困
世
帯
全
体
と
ワ
ー
キ
ン
グ
プ
ア
世
帯
の
減
少
は

見
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
第
１
表
に
見
ら
れ
る
現
在
の
状
況

は
、
全
体
の
貧
困
率
が
二
割
強
、
勤
労
世
帯
の
貧
困
率
は
二
割
弱
で
あ
る
。

第
二
に
、
総
世
帯
の
六
割
以
上
を
占
め
る
「
賃
金
・
給
与
が
主
な
収
入
」
世

帯
の
中
で
の
貧
困
世
帯
の
増
加
で
あ
る
。
基
準
①
未
満
の
階
層
を
貧
困
下
層

①
、
基
準
①
か
ら
基
準
②
な
い
し
③
ま
で
の
階
層
を
貧
困
上
層
①
マ
イ
ナ
ス
②

お
よ
び
①
マ
イ
ナ
ス
③
と
し
た
場
合
、
九
七
年
か
ら
〇
七
年
ま
で
の
期
間
に
貧

困
下
層
①
は
九
三
万
世
帯
増
、
貧
困
上
層
①
マ
イ
ナ
ス
②
で
八
六
・
五
万
世
帯

増
、
貧
困
上
層
①
マ
イ
ナ
ス
③
で
一
〇
五
・
二
万
人
増
で
あ
る
。
増
加
率
で
い

う
と
貧
困
下
層
①
は
こ
の
期
間
に
約
一
・
八
一
倍
、
貧
困
上
層
①
マ
イ
ナ
ス
②

で
は
約
一
・
四
三
倍
、
貧
困
上
層
①
マ
イ
ナ
ス
③
で
は
約
一
・
四
八
倍
に
な
っ

て
い
る
。

第
三
に
、「
農
業
収
入
が
主
な
世
帯
」「
農
業
収
入
以
外
の
事
業
収
入
が
主
な

世
帯
」、
い
わ
ゆ
る
農
業
・
自
営
業
の
世
帯
の
厳
し
い
状
況
で
あ
る
。
九
七
年

か
ら
〇
七
年
の
間
に
、「
農
業
収
入
が
主
な
世
帯
」
に
つ
い
て
は
、
総
世
帯
数

が
二
〇
・
七
万
世
帯
減
少
す
る
一
方
、
貧
困
基
準
①
で
み
た
貧
困
世
帯
数
は
一

一
万
世
帯
強
と
ほ
ぼ
横
ば
い
で
、
貧
困
率
は
九
七
年
の
一
五
・
一
％
か
ら
〇
七

年
の
一
九
・
九
％
に
増
加
し
て
い
る
。
ま
た
、「
農
業
収
入
以
外
の
事
業
収
入

が
主
な
世
帯
」
で
は
、
九
七
年
か
ら
〇
七
年
の
間
に
世
帯
総
数
が
七
二
・
八
万

世
帯
減
少
し
た
の
に
、
貧
困
基
準
①
に
よ
る
貧
困
世
帯
は
一
一
・
九
万
世
帯
増

加
し
、
貧
困
率
は
一
〇
・
一
％
か
ら
一
六
・
三
％
に
上
昇
し
て
い
る
。

第
四
に
、「
そ
の
他
の
収
入
が
主
な
世
帯
」
の
急
増
で
あ
る
。「
そ
の
他
の
収

入
が
主
な
世
帯
」
と
い
う
分
類
は
、
各
種
の
勤
労
収
入
、
利
子
・
配
当
、
家

賃
・
地
代
、
年
金
・
恩
給
、
仕
送
り
な
ど
以
外
の
収
入
が
主
な
世
帯
で
あ
り
、

「
就
業
構
造
基
本
調
査
」
で
は
「
生
活
保
護
な
ど
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
後

藤
は
、
生
活
保
護
世
帯
に
し
て
は
貧
困
基
準
①
に
よ
る
貧
困
率
が
高
す
ぎ
る
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第１表 ３つの貧困基準と就業構造基本調査による貧困世帯推計

貧困世帯数（％）
２００７年

６．６
１５．７
１８．７
１９．９
１６．３
６５．２
７．０
４０．６
２５．４
４４．３
５９．７
６２．２
１５．０
２０．５
２２．３
８．３
１６．３
１９．０

（出所）後藤教授作成による。

２００２年
６．４
１５．３
１８．２
１９．０
１５．８
６５．５
８．３
５６．３
２６．４
３４．７
５４．０
６５．８
１５．１
２０．５
２２．３
８．５
１６．２
１８．７

１９９７年
３．７
１０．３
１２．７
１５．１
１０．１
５８．１
６．５
３７．５
２４．８
３０．２
４０．６
６０．５
１０．４
１４．７
１６．３
５．１
１０．８
１２．８

貧困世帯数（万）
２００７年
２０７．９
４９４．７
５８８．１
１１．４
５０．２
１．５
３．２
２．８
３１８．７
６．６
９４．４
８８．５
７８５．２
１０７２．０
１１６５．４
２９４．６
５８１．４
６７４．８

２００２年
１９４．２
４６５．３
５５２．０
１２．４
５４．０
１．９
３．６
１．８
２７８．６
１３．４
９９．７
８７．７
７４８．０
１０１８．４
１１０５．１
２９９．４
５６９．８
６５６．５

５人以上
３６６
３８４
３７９
５１２
５３８
５３１
５１９
５４８
５４１

１９９７年
１１４．９
３１５．２
３８９．９
１１．８
３８．３
１．８
２．４
１．５
１８０．４
５．２
７５．５
４９．２
４８１．０
６８１．３
７５６．０
１８３．４
３８３．７
４５８．４

４人
３０３
３１６
３１５
４２４
４４２
４４１
４４６
４６２
４６１

基準�
基準�
基準�

基準�

計�
計�と�
計�と�
計�
計�と�
計�と�

３人
２５０
２６１
２６１
３５０
３６５
３６５
３８０
３９４
３９４

総世帯数（万）
２００７年

３１４８．４

５７．４
３０７．８
２．３
４５．９
６．９

１２５５．２
１４．９
１５８．０
１４２．３

５２２５．２

３５５７．２

２人
１８２
１９２
１８８
２５５
２６９
２６３
２８６
３００
２９４

２００２年

３０３４．８

６５．３
３４２．３
２．９
４３．６
３．２

１０５３．５
３８．６
１８４．５
１３３．２

４９６０．５

３５１７．６

１人
１０６
１１５
１１４
１４８
１６１
１６０
１７７
１９０
１８９

１９９７年

３０６９．５

７８．１
３８０．６
３．１
３７．１
４．０
７２６．７
１７．２
１８５．９
８１．３

４６２５．０

３５６９．２

世帯人数
１９９７年
２００２年
２００５年
１９９７年
２００２年
２００５年
１９９７年
２００２年
２００５年

賃金・給料が主な世帯

農業収入が主な世帯
農業収入以外の事業収入が主な世帯
内職収入が主な世帯
家賃・地代が主な世帯
利子・配当が主な世帯
年金・恩給が主な世帯
雇用保険が主な世帯
仕送りが主な世帯
その他収入が主な世帯

計

勤労世帯（再）

世帯人数別貧困基準（万円）

�生活保護世帯最低生活費全国平均値

�……�×１．４

�……�＋給与所得控除

特
集
１

今
日
の
ワ
ー
キ
ン
グ
プ
ア
と
非
正
規
雇
用
問
題
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第２表 児童のいる
世帯におけ
る貧困率の
推移

貧困率

２４．００％

２８．４０％

３１．２０％

（出所）「生活保護全
国一斉調査」「国
民生活基礎調査」
より後藤教授が作
成。

年

１９９７

２０００

２００３

点
、
世
帯
主
の
年
齢
分
布
が
生
活
保
護
世
帯
の
世
帯
主
の
年
齢
分
布
と
異
な
り

勤
労
年
齢
が
中
心
で
あ
る
点
、
〇
七
年
の
一
四
二
万
世
帯
を
分
析
し
た
結
果
、

七
〇
・
八
％
が
単
身
世
帯
、
世
帯
主
年
齢
で
六
〇
歳
未
満
が
六
五
・
九
％
、
六
〇

歳
未
満
世
帯
主
の
う
ち
八
九
・
六
％
が
無
業
で
あ
る
点
な
ど
を
根
拠
に
、
こ
の

世
帯
は
「
勤
労
年
齢
の
長
期
失
業
・
無
業
世
帯
が
中
心
」
だ
と
推
測
し
て
（
５
）

い
る
。

３

ラ
イ
フ
ス
テ
ー
ジ
か
ら
見
た
ワ
ー
キ
ン
グ
プ
ア
世
帯

後
藤
は
さ
ら
に
、
ラ
イ
フ
ス
テ
ー
ジ
か
ら
み
た
ワ
ー
キ
ン
グ
プ
ア
の
特
徴
と

し
て
、
子
育
て
世
帯
に
焦
点
を
当
て
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
〇
二
年
の
「
就
業

構
造
基
本
調
査
」
に
つ
い
て
貧
困
基
準
ｂ
を
も
と
に
、
一
八
歳
未
満
の
子
ど
も

を
抱
え
て
い
る
世
帯
の
う
ち
九
〇
・
五
％
を
占
め
る
〈
夫
婦
と
子
ど
も
〉〈
母
子
〉

〈
夫
婦
と
子
ど
も
・
親
〉
の
三
つ
の
類
型
に
お
け
る
貧
困
率
を
推
計
し
て
い
る
。

第
一
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
世
帯
の
貧
困
率
は
、〈
夫
婦
と
子
ど
も
〉
世
帯
が
二

七
・
六
％
、〈
母
子
〉
世
帯
が
八
七
％
、〈
夫
婦
と
子
ど
も
・
親
〉
世
帯
が
二

〇
・
八
％
で
あ
る
。
三
つ
の
世
帯
類
型
を
合
わ
せ
た
平
均
貧
困
率
は
二
九
・
一

％
で
、
こ
の
世
帯
類
型
の
な
か
で
三
割
弱
、
お
よ
そ
三
二
八
万
世
帯
が
貧
困
世

帯
と
な
っ
て
い
る
。
第
二
に
、
九
七
年
の
子
育
て
世
帯
の
貧
困
率
は
二
一
・
四

％
で
、
五
年
間
に
貧
困
率
が
八
％
も
上
昇
し
て
い
る
。
第
三
に
、〈
夫
婦
と
子

ど
も
〉〈
夫
婦
と
子
ど
も
・
親
〉
と
い
う
二
つ
の
世
帯
の
貧
困
率
は
二
六
・
三

％
、
世
帯
数
は
二
八
二
万
世
帯
だ
が
、
こ
れ
ら
の
世
帯
の
中
で
の
夫
の
有
業
率

は
九
七
・
八
％
で
、
三
五
〜
四
四
歳
、
四
五
〜
五
四
歳
の
有
業
男
性
の
週
三
五

時
間
以
上
就
業
率
は
そ
れ
ぞ
れ
九
七
・
七
％
、
九
七
％
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ

の
二
つ
の
類
型
に
お
け
る
貧
困
世
帯
の
ほ
と
ん
ど
は
ワ
ー
キ
ン
グ
プ
ア
と
み
る

こ
と
が
で
き
る
。
第
四
に
、
一
八
歳
未
満
の
子
ど
も
が
い
る
母
子
世
帯
で
は
、

母
親
の
有
業
率
は
八
二
％
、
貧
困
率
は
八
七
・
〇
％
に
上
り
、
母
子
世
帯
に
お

い
て
貧
困
率
が
異
常
に
高
い
水
準
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

以
上
の
よ
う
な
内
容
は
、
生
活
保
護
者
全
国
一
斉
調
査
か
ら
得
ら
れ
た
第
２

表
の
児
童
の
い
る
世
帯
に
お
け
る
貧
困
率
の
推
移
か
ら
も
確
認
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
と
関
連
し
て
巻
頭
色
刷
り
第
２
図
の
「
賃
金
・
給
与
が
主
な
世
帯
」
に
お

け
る
世
帯
人
数
別
貧
困
率
の
変
化
に
お
い
て
も
、
九
七
年
か
ら
〇
二
年
に
か
け

て
、
全
体
と
し
て
貧
困
率
が
上
昇
し
て
い
る
こ
と
、
〇
二
年
で
は
世
帯
人
数
が

増
え
る
の
に
従
っ
て
貧
困
率
が
増
え
て
い
る
こ
と
等
が
分
か
る
。

以
上
の
よ
う
な
後
藤
の
分
析
は
、
勤
労
年
齢
の
貧
困
世
帯
の
中
心
が
複
数
世

帯
と
母
子
世
帯
な
ど
の
子
育
て
世
帯
に
あ
る
と
い
う
事
実
を
明
ら
か
に
し
て
い

る
。
ワ
ー
キ
ン
グ
プ
ア
と
し
て
の
若
者
に
目
が
向
け
ら
れ
る
状
況
の
な
か
で
、

こ
の
点
は
重
要
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
非
正
規
雇
用
の
若
者
に
お
け
る
貧
困
問

題
は
、
彼
ら
の
将
来
に
か
か
わ
る
問
題
と
し
て
重
要
だ
が
、
子
育
て
世
帯
の
世

帯
主
に
お
い
て
確
認
さ
れ
る
貧
困
の
急
増
、
そ
れ
ら
の
世
帯
で
育
っ
た
子
ど
も

た
ち
の
貧
困
は
、
無
視
で
き
な
い
問
題
な
の
で
（
６
）

あ
る
。
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第
二
章

非
正
規
雇
用
の
増
大
と

ワ
ー
キ
ン
グ
プ
ア

１

一
九
九
〇
年
代
か
ら
二
〇
〇
〇
年
代
に
か
け
て
の

失
業
の
動
向

本
章
で
は
、
現
代
日
本
の
雇
用
構
造
の
変
化
、
す
な
わ
ち
「
働
き
方
」「
働

か
せ
方
」
の
変
化
と
い
う
視
点
か
ら
、「
ワ
ー
キ
ン
グ
プ
ア
」
に
つ
い
て
検
討

す
る
。
ま
ず
、
労
働
市
場
に
お
け
る
失
業
の
動
向
か
ら
見
る
こ
と
に
し
た
い
。

巻
頭
色
刷
り
第
３
図
は
、
日
本
に
お
け
る
完
全
失
業
者
の
数
と
率
を
グ
ラ
フ

に
し
た
も
の
で
あ
る
。
日
本
の
労
働
市
場
は
、
八
〇
年
代
後
半
の
バ
ブ
ル
経
済

に
お
い
て
失
業
者
数
一
三
〇
万
人
か
ら
一
四
〇
万
人
、
完
全
失
業
率
約
二
％
と

い
う
「
労
働
力
不
足
」
時
代
を
経
験
し
た
。
し
か
し
、
バ
ブ
ル
経
済
が
崩
壊
し

た
九
一
年
以
降
、
完
全
失
業
者
数
・
完
全
失
業
率
と
も
に
上
昇
を
続
け
、
九
五

年
に
は
そ
れ
ぞ
れ
二
〇
〇
万
人
、
三
％
と
い
う
水
準
を
超
え
た
。

そ
の
後
、
一
時
的
な
景
気
回
復
は
あ
っ
た
も
の
の
、
消
費
税
導
入
や
医
療
制

度
改
革
な
ど
の
国
民
負
担
的
な
政
策
の
な
か
で
消
費
不
況
が
深
刻
化
し
た
。
そ

し
て
九
七
年
秋
以
降
に
失
業
指
標
は
悪
化
し
、
〇
二
年
に
は
完
全
失
業
者
数
三

五
九
万
人
、
完
全
失
業
率
五
・
四
％
に
達
し
た
。
九
七
年
か
ら
の
五
年
間
に
完

全
失
業
者
数
は
一
三
〇
万
人
以
上
増
大
し
、
と
く
に
一
〇
〜
二
〇
歳
代
の
若
者

に
つ
い
て
は
、「
就
職
超
氷
河
期
」
と
い
わ
れ
る
状
況
の
下
で
、
完
全
失
業
率

は
一
〇
％
を
超
え
る
水
準
に
達
し
た
。
こ
の
時
期
に
就
職
活
動
期
を
迎
え
た
高

校
卒
・
大
学
卒
世
代
は
「
失
わ
れ
た
世
代
」、
す
な
わ
ち
「
ロ
ス
ト
ジ
ェ
ネ
レ

ー
シ
ョ
ン
（
ロ
ス
ジ
ェ
ネ
）」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
（
７
）

っ
た
。

以
上
の
よ
う
な
い
わ
ゆ
る
「
平
成
不
況
」
は
〇
二
年
一
月
に
底
を
つ
き
、
〇

二
年
二
月
か
ら
〇
七
年
一
〇
月
ま
で
「
戦
後
最
長
の
景
気
回
復
期
間
」
に
入
っ

た
。
年
平
均
の
完
全
失
業
者
数
は
〇
二
年
の
三
五
九
万
人
か
ら
〇
七
年
の
二
五

七
万
人
へ
約
一
〇
〇
万
人
減
少
し
、
完
全
失
業
率
も
五
・
四
％
か
ら
三
・
九
％

へ
と
低
下
し
た
。

輸
出
産
業
の
好
転
や
「
二
〇
〇
七
年
問
題
」
と
い
わ
れ
た
団
塊
世
代
の
大
量

退
職
の
下
で
雇
用
環
境
は
好
転
し
た
が
、「
サ
ブ
プ
ラ
イ
ム
ロ
ー
ン
」
問
題
が

〇
八
年
秋
に
金
融
危
機
へ
と
発
展
し
、
世
界
的
な
景
気
後
退
が
引
き
起
こ
さ
れ

た
。
労
働
市
場
は
急
速
に
冷
え
込
み
、
非
正
規
雇
用
の
み
な
ら
ず
正
規
雇
用
を

含
め
た
大
量
の
人
員
削
減
が
実
施
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

２

非
正
規
雇
用
と
は
な
に
か

ワ
ー
キ
ン
グ
プ
ア
と
の
関
連
で

今
日
、
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
や
派
遣
社
員
な
ど
、
正
規
雇
用
以
外
の
非
正
規
雇

用
の
増
大
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
巻
頭
色
刷
り
第
４
図
は
正
規
・
非
正
規
雇
用

の
推
移
を
表
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
戦
後
最
長
の
景
気
回
復
期

間
と
な
っ
た
〇
二
年
か
ら
〇
七
年
に
か
け
て
、
雇
用
さ
れ
て
い
る
労
働
者
数
は

二
二
〇
万
人
増
加
し
て
い
る
。
こ
の
増
加
分
を
正
規
雇
用
と
非
正
規
雇
用
に
分

け
て
み
た
場
合
、
正
規
雇
用
が
五
六
万
人
減
少
し
た
の
に
対
し
て
非
正
規
雇
用

は
二
七
六
万
人
増
加
し
て
い
る
。
ま
た
、
〇
七
年
の
役
員
を
除
く
雇
用
者
に
占

め
る
非
正
規
雇
用
者
の
比
率
は
三
三
・
四
％
と
な
っ
た
。
こ
こ
で
は
あ
げ
て
い
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な
い
が
、
男
女
別
に
み
る
と
女
性
の
非
正
規
雇
用
者
の
比
率

は
五
三
・
四
％
、
男
性
の
非
雇
用
者
の
比
率
は
一
八
・
二
％

で
、
非
正
規
雇
用
者
の
約
七
割
が
女
性
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
非
正
規
雇
用
の
増
大
は
、
ワ
ー
キ
ン
グ
プ
ア

の
増
大
と
い
う
視
点
か
ら
ど
の
よ
う
に
把
握
で
き
る
だ
ろ
う

か
。
こ
こ
で
は
伍
賀
一
道
の
研
究
を
参
考
に
し
つ
つ
、
非
正

規
雇
用
と
ワ
ー
キ
ン
グ
プ
ア
と
の
関
連
を
み
て
お
こ
う
。
伍

賀
は
ワ
ー
キ
ン
グ
プ
ア
を
「
生
活
保
護
の
給
付
水
準
で
あ
る

年
間
所
得
二
〇
〇
万
円
に
満
た
な
い
労
働
者
」
と
規
定
し
、

そ
の
現
状
に
つ
い
て
分
析
を
進
め
て
い
る
。

ま
ず
、
ワ
ー
キ
ン
グ
プ
ア
の
現
状
で
あ
る
。
第
３
表
は
、

「
就
業
構
造
基
本
調
査
」
を
も
と
に
年
収
別
雇
用
者
数
を
示

し
た
も
の
で
あ
る
。
〇
七
年
に
つ
い
て
み
る
と
、「
役
員
を

除
く
雇
用
者
」
の
う
ち
一
五
〜
二
四
歳
の
在
学
者
を
除
い
た

五
一
八
九
万
人
の
な
か
で
、
年
間
所
得
二
〇
〇
万
円
未
満
の

雇
用
者
が
占
め
る
割
合
は
三
二
・
三
％
、
一
六
七
七
万
人
で

あ
る
。
ま
た
、
同
じ
く
二
五
〇
万
円
未
満
は
四
三
・
三
％
、

二
二
四
五
万
人
と
な
っ
て
い
る
。

〇
二
年
と
の
比
較
で
は
二
〇
〇
万
円
未
満
の
雇
用
者
が
一

五
七
万
人
、
二
五
〇
万
円
未
満
の
労
働
者
が
二
二
三
万
人
増

加
（
女
性
一
四
七
万
人
、
男
性
七
六
万
人
増
加
）
し
て
い

る
。
〇
二
年
か
ら
〇
七
年
ま
で
の
「
役
員
を
除
く
雇
用
者
」

の
増
加
分
が
二
三
七
万
人
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
そ
の

ほ
と
ん
ど
が
低
所
得
層
の
増
大
分
と
な
っ
て
い
る
。
第
４
表

は
同
じ
く
「
就
業
構
造
基
本
調
査
」
を
も
と
に
正
規
・
非
正

第３表 年収別雇用者数（２００２，２００７年）
（単位：千人）

役員を除く雇用者

０２－０７年

２，３６７

３９６

１，５７１

２，２２８

２，５５２

（注）「１５－２４歳の在学者数」を除く。「１５－２４歳の在学者数」を算出する際に，原資料（「就業構造
基本調査」第３８表）からは「役員を除く雇用者数」が得られないため，「（役員を含む）雇用者」
を用いた。しかし，この年齢層には役員はごくわずかと考えられるため，大きな影響はないと考
えられる。

（出所）総務省「就業構造基本調査」（２００２，２００７年）より作成。

２００７年

１００．０

１３．８

３２．３

４３．３

５１．９

５１，８９１

７，１８５

１６，７６８

２２，４４５

２６，９０６

２００２年

１００．０

１３．７

３０．７

４０．８

４９．２

４９，５２４

６，７８９

１５，１９７

２０，２１７

２４，３５４

総数

１００万円未満

２００万円未満計

２５０万円未満計

３００万円未満計

第４表 正規・非正規雇用別低所得層（２００７年）
（単位：千人，％）

非正規雇用

（１００．０）

（３７．３）

（７５．１）

（７８．９）

（注）「１５－２４歳の在学者」を除く。
なお１５－２４歳の在学者数を算出する際に，原資料からは「役員を除く雇用者数」が得られない

ため，「（役員を含む）雇用者」を用いた。
しかし，この年齢層には役員はごくわずかと考えられるため大きな影響はないと考えられる。

（出所）総務省「就業構造基本調査」（２００７年）より作成。

１７，６１０

６，５７３

１３，２２３

正規雇用

（１００．０）

（１．８）

（１０．３）

（２１．１）

３４，２８２

６１２

３，５４５

役員を除く雇用者

（１００．０）

（１３．８）

（３２．３）

（１００．０）

５１，８９１

７，１８５

１６，７６８

合計

１００万円未満

２００万円未満
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規
雇
用
別
の
低
所
得
者
層
を
み
た
も
の
だ
が
、
二
〇
〇
万
円
未
満
の
雇
用
者
の

う
ち
七
八
・
九
％
が
パ
ー
ト
、
ア
ル
バ
イ
ト
、
派
遣
労
働
者
、
契
約
社
員
な
ど

の
非
正
規
雇
用
で
あ
る
こ
と
、
非
正
規
雇
用
の
う
ち
七
五
・
一
％
が
二
〇
〇
万

円
未
満
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
非
正
規
雇
用
と
ワ
ー
キ
ン
グ
プ
ア
は
密
接
に

関
連
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
と
く
に
指
摘
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
は
、
ワ
ー
キ
ン
グ
プ
ア
は
非
正
規
雇
用
の
み
な
ら
ず
正
規
雇
用
の
中
に

も
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
第
４
表
で
は
正
規
雇
用
の
な
か
に
一

〇
・
三
％
の
二
〇
〇
万
円
未
満
層
が
含
ま
れ
て
い
る
。

さ
て
、
以
上
の
分
析
を
前
提
に
、
非
正
規
雇
用
に
つ
い
て
さ
ら
に
詳
し
く
見

て
い
き
た
い
。
雇
用
者
を
正
規
雇
用
と
非
正
規
雇
用
に
分
け
、
さ
ら
に
非
正
規

雇
用
に
つ
い
て
雇
用
形
態
を
仕
分
け
、
整
理
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
こ
の
よ

う
な
作
業
は
、
政
府
に
よ
る
政
策
対
象
の
明
確
化
や
労
働
組
合
に
よ
る
組
織
対

象
の
明
確
化
と
い
う
点
で
重
要
で
あ
る
。

雇
用
形
態
を
整
理
す
る
う
え
で
考
え
ら
れ
る
基
準
は
三
つ
で
あ
る
。
第
一

は
、
雇
用
の
さ
れ
方
が
働
く
職
場
の
あ
る
企
業
に
よ
る
直
接
雇
用
か
、
人
材
派

遣
会
社
を
通
じ
て
そ
の
職
場
に
働
き
に
行
く
間
接
雇
用
か
の
区
別
で
あ
る
。
第

二
に
、
常
用
型
雇
用
か
、
期
限
付
（
有
期
）
の
臨
時
型
雇
用
か
の
区
別
で

（
８
）

あ
る
。
第
三
に
、
勤
務
の
時
間
が
フ
ル
タ
イ
ム
か
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
か
と
い
う

点
も
雇
用
形
態
を
整
理
す
る
基
準
と
な
る
。
基
本
的
に
は
直
接
雇
用
か
、
間
接

雇
用
か
と
い
う
基
準
と
、
常
用
型
か
期
限
付
き
か
と
い
う
基
準
で
区
別
し
、
そ

れ
に
勤
務
時
間
が
フ
ル
タ
イ
ム
か
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
か
で
区
分
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
基
準
で
区
別
し
た
場
合
、
直
接
雇
用
で
常
用
型
、
フ
ル
タ
イ
ム

勤
務
の
者
が
基
本
的
に
は
正
規
雇
用
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
以
外
は
雇
用

の
さ
れ
方
、
常
用
か
臨
時
か
、
勤
務
時
間
の
区
分
の
組
み
合
わ
せ
で
非
正
規
雇

用
に
お
け
る
多
様
な
形
態
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
。

非
正
規
雇
用
の
現
状
を
特
徴
づ
け
れ
ば
、
量
的
規
模
と
し
て
は
パ
ー
ト
タ
イ

マ
ー
が
圧
倒
的
に
多
数
だ
が
、
近
年
の
増
加
率
で
い
え
ば
、
雇
用
主
で
は
な
い

別
の
会
社
に
派
遣
さ
れ
て
働
く
間
接
雇
用
（
派
遣
労
働
者
お
よ
び
業
務
請
負
）

の
伸
び
率
が
群
を
抜
い
て
い
る
。
ま
た
、
そ
れ
は
若
者
の
就
業
の
不
安
定
化
の

要
因
で
あ
り
、
個
人
事
業
主
形
態
に
お
け
る
就
業
の
不
安
定
化
に
関
連
し
て
い

る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
み
て
い
こ
う
。

３

非
正
規
雇
用
は
ど
の
よ
う
な
特
徴
を
も
っ
て
い
る
か

�

非
正
規
雇
用
の
代
表
的
存
在
と
し
て
の
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー

第
５
表
は
非
正
規
雇
用
の
内
部
構
成
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る

と
、
非
正
規
雇
用
の
代
表
的
存
在
は
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
で
、
〇
二
年
の
七
八
二

万
人
か
ら
〇
七
年
の
八
八
五
万
人
へ
と
一
〇
三
万
人
増
加
し
て
い
る
。

パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
は
、
基
本
的
に
は
直
接
雇
用
で
臨
時
型
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム

労
働
と
い
う
類
型
に
な
る
。
し
か
し
、
実
質
的
に
は
常
用
型
に
な
っ
て
お
り
、

正
規
雇
用
と
同
じ
く
ら
い
働
く
フ
ル
タ
イ
ム
パ
ー
ト
も
、
全
体
の
二
割
近
く
存

在
し
て
い
る
。
ま
た
、
男
性
の
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
も
増
加
し
て
い
る
が
、
依
然

と
し
て
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
の
九
割
は
女
性
で
あ
る
。

パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
の
問
題
は
、
日
本
社
会
に
お
け
る
性
別
役
割
分
業
を
前
提

と
し
た
女
性
の
低
い
労
働
条
件
と
不
安
定
さ
の
表
れ
と
し
て
、
古
く
か
ら
指
摘

さ
れ
て
（
９
）

き
た
。
熊
沢
誠
は
、「
日
本
の
労
働
者
の
厳
し
い
格
差
構
造
や
ワ
ー
キ

ン
グ
プ
ア
の
実
在
を
全
体
的
に
語
る
も
の
」
と
し
て
、
第
６
表
「
雇
用
形
態
・

性
・
職
業
・
所
得
階
級
別
雇
用
者
比
率
」
と
第
７
表
「
雇
用
者
二
〇
万
人
以
上

の
グ
ル
ー
プ
」
を
作
成
し
、
現
代
日
本
に
お
け
る
雇
用
形
態
別
お
よ
び
性
別
賃
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第６表 雇用形態・性・職業・所得階級別雇用者比率 （％）

派遣社員

女性

５１７
０．９

４．１
０
６４．０
７．２
６．６
０．４
５．３

３５．６
５３．２
９．９
０．２

（注） 職業分類では保安職，農林漁業職，「分類不能の職業」を省略。
正規従業員以外の雇用形態では、所得階級の最高は「５００万円以上」。

（出所） 総務省『平成１４年 就業構造基本調査報告 全国編』（２００４年）より。

男性

２０４
０．４

１１．３
０
１４．２
５．４
４．４
４．４
５５．４

１５．７
５３．９
２５．５
３．４

アルバイト

女性

２，１４１
３．９

６．９
０
２２．０
２１．４
２８．８
０．５
１６．２

８４．２
１３．７
０．７
０．１

男性

２，０９６
３．８

５．３
０
７．５
１６．０
２１．１
５．９
３６．６

６８．８
２６．５
３．１
０．２

パートタイマー

女性

７，１９６
１３．１

６．９
０
２３．８
１２．９
１８．８
０．３
３４．８

８６．１
１２．６
０．５
０．１

男性

６２８
１．１

３．８
０．２
８．３
６．７
１１．８
７．８
５２．５

５９．２
３５．２
３．８
０．５

正規従業員

女性

１０，１４５
１８．５

２６．５
０．２
３８．１
１０．０
１０．３
０．５
１２．６

１０．８
４３．５
３０．０
１２．１
２．６
＊０．１

男性

２４，４１２
４４．６

１４．３
２．２
１７．３
１６．０
３．６
６．６
３５．０

１．８
１９．０
３５．０
２９．１
１４．１
＊０．５

雇用者
計

５４，７３３

１４．４
３．６
２２．３
１４．１
９．１
３．８
２８．７

２４．０
２４．７
２４．３
１７．２
８．８
＊０．７

人数（千人）
雇用者中の構成比
【主要職業】
専門・技術
管理
事務
販売
サービス
運輸・通信
生産工程・労務

【所得階級】
１５０万円未満
１５０～２９９万円
３００～４９９万円
５００～７９９万円
８００万円以上
（うち１５００万円以上）

第５表 非正規雇用の内部構成（１９９７－２００２－２００７年）
（単位：千人）

１９９７－２００７年

１．０４

０．１１

１．５０

１．２７

１．２２

６．２６

（出所）総務省「就業構造基本調査」（各年度）より。

－

－

－

２００７年

１００．０

４６．８

２１．５

８．５

１１．９

５．６

５．５

５３，２６３

３４，３２４

１８，９３９

８，８５５

４，０８０

１，６０８

２，２５５

１，０５９

１，０４３

２００２年

１００．０

４８．１

２６．０

４．４

１５．２

５．８

５０，８３８

３４，５５７

１６，２８１

７，８２４

４，２３７

７２１

２，４７７

９４６

１９９７年

１００．０

５５．５

２６．５

２．０

１５．８

５１，１４７

３８，５４２

１２，６０５

６，９９８

３，３４４

２５７

１，９９１

役員を除く雇用者�

正規雇用�

非正規雇用（３＝１－２）

パートタイマー

アルバイト

労働者派遣事業所の派遣社員

契約社員

嘱託

その他
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第７表 雇用者２０万人以上のグループ （千人）

パート

女 性

７，１９６

専門・技術３７４

事務１，４６６／販売７８７

サービス１，１９４

生産工程・労務２，２０７

事務２３３

生産工程・労務２７７

（注） 主要職業のみ（男女派遣労働者，男性パートなどの雇用形態を省略）。下線部分には１００万人以上の労働者が集積。
（出所） 総務省『平成１４年 就業構造基本調査報告 全国編』（２００４年）より。

アルバイト

女 性

２，１４１

事務３９２／販売３９４

サービス５２０

生産工程・労務２９７

男 性

２，０９６

販売２６９

サービス３４８

生産工程・労務４６１

生産工程・労務２６２

正規従業員

女 性

１０，１４５

事務３２４

生産工程・労務３２３

専門・技術７５６

事務１，７６４／販売５１１

サービス５９９

生産工程・労務７０１

専門・技術１，０３３

事務１，２６８／販売２５１

サービス２２１

生産工程・労務２１６

専門・技術６４５

事務４１１

男 性

２４，４１２

専門・技術３２５

事務４０５／販売６０５

サービス３５５

運輸・通信４４１

生産工程・労務２，７１２

専門・技術９７７

事務１，１４６／販売１，４７０

サービス３３６

運輸・通信７４４

生産工程・労務３，５２７

専門・技術１，２８５

事務１，５９９／販売１，２６０

運輸・通信３４４

生産工程・労務１，９９４

専門・技術８６２

管理２９７

事務１，０３５／販売４９０

生産工程・労務４３６

雇用者数

所得１４９万円以下

１５０～２９９万円

３００～４９９万円

５００～７９９万円

８００万円以上

特
集
１

今
日
の
ワ
ー
キ
ン
グ
プ
ア
と
非
正
規
雇
用
問
題
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金
格
差
の
巨
大
さ
を
指
摘
し
て
い
る
。

第
６
表
に
よ
れ
ば
、
一
人
で
生
活
す
る
た

め
に
必
要
な
額
を
三
〇
〇
万
円
と
す
る
と
、

女
性
正
規
雇
用
の
過
半
数
、
男
女
非
正
規
雇

用
の
ほ
と
ん
ど
が
、
家
族
や
パ
ー
ト
ナ
ー
な

ど
に
依
存
（
パ
ラ
サ
イ
ト
）
せ
ざ
る
を
え

（
１０
）

な
い
。
ま
た
、
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
な
ら
男
性

の
五
九
％
、
女
性
の
八
六
％
、
フ
リ
ー
タ
ー

を
含
む
ア
ル
バ
イ
ト
な
ら
、
男
性
の
六
九

％
、
女
性
の
八
四
％
は
、
一
五
〇
万
円
未
満

の
収
入
と
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
第

６
表
か
ら
非
正
規
雇
用
者
の
な
か
で
の
女
性

比
率
を
計
算
す
る
と
、パ
ー
ト
で
は
九
二
％
、

ア
ル
バ
イ
ト
で
は
五
一
％
、
賃
金
が
少
し
ま

し
な
派
遣
労
働
者
で
は
七
二
％
に
な
る
。

非
正
規
雇
用
の
仕
事
・
賃
金
分
布
が
わ
か

る
第
６
表
に
よ
れ
ば
、
生
産
工
程
・
労
務
、

販
売
、
事
務
と
い
っ
た
大
職
種
の
下
層
職

務
、
サ
ー
ビ
ス
職
に
、
低
賃
金
の
ア
ル
バ
イ

ト
・
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
が
重
な
っ
て
（
１１
）

い
る
。

�

拡
大
す
る
フ
ル
タ
イ
ム
型

非
正
規
雇
用

非
正
規
雇
用
の
な
か
で
は
、
週
に
三
五
時

間
以
上
働
く
派
遣
・
契
約
社
員
・
嘱
託
が
増

加
し
て
き
て
い
る
。
フ
ル
タ
イ
ム
型
非
正
規
雇
用
の
増
加
を
あ
ら
わ
し
た
第
８

表
に
よ
れ
ば
、
非
正
規
雇
用
の
三
分
の
一
は
週
四
〇
時
間
以
上
働
い
て
い
る
。

〇
二
年
か
ら
〇
七
年
に
か
け
て
非
正
規
雇
用
全
体
が
二
八
二
万
人
増
え
る
な
か

で
、
フ
ル
タ
イ
ム
非
正
規
雇
用
は
一
〇
七
万
人
増
え
、
非
正
規
雇
用
に
占
め
る

割
合
も
上
昇
し
た
。

フ
ル
タ
イ
ム
非
正
規
雇
用
は
、
一
つ
の
企
業
で
働
く
だ
け
で
な
く
、
複
数
の

企
業
で
短
時
間
パ
ー
ト
を
か
け
も
ち
し
、「
二
度
働
き
」
す
る
者
も
含
ん
で
い

る
。
フ
ル
タ
イ
ム
非
正
規
雇
用
は
正
規
雇
用
と
変
わ
ら
な
い
労
働
時
間
だ
が
、

そ
の
う
ち
の
半
数
が
年
収
二
〇
〇
万
円
に
届
か
な
い
ワ
ー
キ
ン
グ
プ
ア
な
の
で

あ
る
。

�

非
正
規
雇
用
の
現
代
的
焦
点
と
し
て
の
間
接
雇
用
問
題

規
模
の
点
か
ら
み
て
、
非
正
規
雇
用
の
中
心
と
な
っ
た
の
が
パ
ー
ト
タ
イ
マ

ー
で
あ
り
、
伸
び
率
で
み
る
と
フ
ル
タ
イ
ム
非
正
規
の
増
大
が
顕
著
で
あ
っ

た
。
そ
れ
に
対
し
て
近
年
、
働
き
方
・
働
か
せ
方
の
点
で
非
正
規
雇
用
の
焦
点

と
な
っ
て
い
る
の
が
間
接
雇
用
の
問
題
で
あ
る
。
間
接
雇
用
に
つ
い
て
は
次
章

で
詳
し
く
み
る
が
、
と
り
あ
え
ず
こ
こ
で
は
、「
労
働
者
を
指
揮
命
令
し
て
就

業
さ
せ
る
使
用
者
」
と
「
労
働
者
」
の
間
に
第
三
者
が
介
在
す
る
雇
用
形
態
と

規
定
し
て
お
き
た
い
。
こ
れ
を
利
用
す
る
派
遣
先
企
業
あ
る
い
は
注
文
主
（
ユ

ー
ザ
ー
）
は
、
事
業
に
必
要
な
労
働
者
を
直
接
雇
用
す
る
こ
と
な
く
、
労
働
者

派
遣
業
者
や
業
務
請
負
業
者
か
ら
提
供
さ
れ
た
労
働
者
を
指
揮
命
令
し
事
業
を

な
す
こ
と
が
で
き
る
。
労
働
者
派
遣
業
者
や
業
務
請
負
業
者
は
、
実
態
と
し
て

は
、
現
代
の
人
材
仲
介
業
者
な
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
間
接
雇
用
は
、
民
間
企
業
の
み
な
ら
ず
地
方
自
治
体
や
外
郭
団

体
な
ど
の
公
的
機
関
で
も
一
般
的
に
利
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
行
政

第８表 フルタイム型非正規雇用の増加
（単位：万人、％）

０２－０７年

２８２

１０７

５５

（注）「フルタイム非正規」とは週４０時間以上の非正規雇用をいう。在学者を含む。
（出所） 総務省「労働力調査（詳細結果）」（各年版）より作成。

２００７年

１，７３３（１００．０）

５４５（３１．４）

２７２（１５．７）

２００２年

１，４５１（１００．０）

４３８（３０．２）

２３６（１６．３）

非正規雇用

うちフルタイム非正規雇用

うち年収２００万円未満
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す
ら
非
正
規
雇
用
に
頼
っ
て
業
務
を
進
め

て
お
り
、「
官
製
ワ
ー
キ
ン
グ
プ
ア
」
問

題
を
生
み
だ
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
第
５

表
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
そ
の
数
が
把
握

可
能
な
派
遣
事
業
所
で
働
く
派
遣
社
員
は

急
増
し
て
お
り
、
伸
び
率
は
他
の
非
正
規

雇
用
を
圧
倒
し
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
、

直
接
雇
用
の
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
に
比
較
し

て
ユ
ー
ザ
ー
企
業
に
と
っ
て
使
い
勝
手
の

良
い
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。

�

若
年
層
に
お
け
る
非
正
規
雇
用
の
拡
大

九
〇
年
代
以
降
、
非
正
規
雇
用
の
増
大
は
若
年
層
に
お
い
て
顕
著
に
進
ん
で

き
た
。
第
９
表
は
若
年
層
に
お
け
る
非
正
規
比
率
の
推
移
を
み
た
も
の
で
あ

る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
バ
ブ
ル
崩
壊
直
後
の
九
〇
年
に
は
、
一
五
歳
か
ら
二
四

歳
の
若
年
層
の
九
割
が
正
規
雇
用
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
九
五
年
以
降
の
リ
ス

ト
ラ
・
失
業
問
題
の
深
刻
化
、「
就
職
氷
河
期
」
と
い
わ
れ
る
状
況
の
な
か

で
、
正
規
雇
用
を
希
望
し
て
も
非
正
規
雇
用
し
か
仕
事
が
な
い
状
態
が
発
生

し
、
二
〇
〇
〇
年
に
は
若
年
層
の
非
正
規
雇
用
比
率
は
全
年
齢
の
水
準
と
ほ
ぼ

等
し
く
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
〇
四
年
に
は
全
年
齢
の
非
正
規
化
率
を
超
え
、
三

三
・
四
％
が
非
正
規
雇
用
と
い
う
状
況
に
な
っ
て
い
る
。

な
お
、
〇
二
年
以
降
の
景
気
回
復
を
反
映
し
、
若
年
層
の
非
正
規
化
率
は
〇

七
年
に
は
三
一
・
四
％
ま
で
低
下
し
、
全
年
齢
の
非
正
規
化
率
を
下
回
っ
た
。

し
か
し
、
〇
三
年
以
降
の
一
五
歳
か
ら
二
四
歳
ま
で
の
非
正
規
化
率
と
二
五
歳

か
ら
三
四
歳
ま
で
の
非
正
規
化
率
を
比
較
す
る
と
、
前
者
が
若
干
低
下
す
る
傾

向
を
見
せ
て
い
る
の
に
対
し
、
後
者
は
上
昇
し
つ
づ
け
て
い
る
。
年
齢
を
か
さ

ね
て
も
、
正
規
雇
用
へ
の
移
行
が
困
難
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

�

非
正
規
雇
用
の
拡
大
が
正
規
雇
用
、
個
人
事
業
主
に

与
え
る
影
響

以
上
、
非
正
規
雇
用
の
特
徴
に
つ
い
て
概
観
し
て
き
た
が
、
非
正
規
雇
用
の

増
大
は
正
規
雇
用
や
個
人
事
業
主
と
し
て
働
く
勤
労
者
に
影
響
を
与
え
、
こ
れ

ら
の
人
々
の
ワ
ー
キ
ン
グ
プ
ア
化
を
も
た
ら
し
て
い
る
。

ま
ず
、
正
規
雇
用
に
お
け
る
ワ
ー
キ
ン
グ
プ
ア
化
で
あ
る
。
巻
頭
色
刷
り
第

５
図
は
、
〇
七
年
の
「
就
業
構
造
基
本
調
査
」
を
も
と
に
正
規
雇
用
と
非
正
規

雇
用
の
年
間
所
得
の
分
布
を
男
女
別
に
見
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、

正
規
雇
用
で
あ
り
な
が
ら
年
間
所
得
が
二
〇
〇
万
円
未
満
の
も
の
は
男
性
一
九

〇
万
人
、
女
性
二
三
七
万
人
、
計
三
五
七
万
人
で
あ
る
。
非
正
規
雇
用
の
三
分

の
一
が
フ
ル
タ
イ
ム
型
で
あ
る
点
を
考
え
れ
ば
、
正
規
雇
用
は
「
期
間
の
定
め

の
な
い
雇
用
」
と
し
て
の
相
対
的
な
安
定
性
は
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
労
働

時
間
と
年
間
所
得
と
い
う
点
で
は
非
正
規
雇
用
と
重
な
り
合
い
、
両
者
の
境
界

は
あ
い
ま
い
に
な
っ
て
い
る
。
正
規
雇
用
で
も
、
そ
の
低
賃
金
層
の
部
分
は
現

代
の
ワ
ー
キ
ン
グ
プ
ア
の
一
角
を
占
め
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
は
、
自
営
業
（
個
人
事
業
主
）
と
し
て
働
く
勤
労
者
に
つ

い
て
も
い
え
る
こ
と
で
あ
る
。「
労
働
力
調
査
（
詳
細
結
果
）」
の
〇
七
年
平
均

に
よ
る
と
、
自
営
業
者
六
〇
二
万
人
の
う
ち
、
三
八
・
五
％
が
年
間
収
入
二
〇

〇
万
円
未
満
と
さ
れ
て
い
る
。
自
営
業
者
の
な
か
に
は
、
農
家
や
商
店
経
営
で

働
く
者
が
含
ま
れ
る
が
、
実
際
に
は
企
業
で
働
い
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

名
目
的
に
独
立
し
た
個
人
事
業
主
と
さ
れ
て
い
る
者
も
（
１２
）

い
る
。
雇
用
さ
れ
て
い

第９表 若年層の非正規雇用比率の推移
（単位：％）

２００７年

３１．８

３１．４

（注）１５歳－２４歳は在学者を除く。
（出所） 総務省「労働力特別調査」（１９９０

年，２０００年），「労働力調査（詳細結
果）」（２２０７年）より。

２００４年

２９．９

３３．４

２０００年

２３．７

２３．２

１９９０年

１８．５

９．４

全年齢

１５－２４歳

特集１ 今日のワーキングプアと非正規雇用問題
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る
労
働
者
を
名
目
的
に
個
人
事
業
主
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
企
業
は
賃
金
を

請
負
代
金
と
し
て
処
理
で
き
、
た
と
え
ば
、
残
業
代
の
支
払
い
を
削
減
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
ま
た
、
健
康
保
険
や
厚
生
年
金
を
国
民
健
康
保
険
や
国
民
年
金

に
転
換
し
、
個
人
負
担
化
す
る
こ
と
で
社
会
保
険
の
企
業
負
担
を
回
避
す
る
こ

と
も
で
き
る
。
そ
の
ほ
か
に
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
雇
用
主
と
し
て
の
責
任
を
回
避

で
き
る
ば
か
り
か
、
請
負
契
約
の
解
除
と
い
う
形
で
雇
用
調
整
を
簡
単
に
行
う

こ
と
も
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

第
三
章

間
接
雇
用
の
拡
大
と

働
か
せ
方
の
変
容

１

間
接
雇
用
と
は
な
に
か

前
章
で
は
、
間
接
雇
用
に
つ
い
て
、「『
労
働
者
を
指
揮
命
令
し
て
就
業
さ
せ

る
使
用
者
』
と
『
労
働
者
』
の
間
に
第
三
者
が
介
在
す
る
雇
用
形
態
」
と
規
定

し
た
。
間
接
雇
用
と
そ
の
問
題
点
に
つ
い
て
よ
り
詳
し
く
理
解
す
る
た
め
に

は
、
そ
れ
と
密
接
に
関
連
す
る
「
労
働
者
供
給
」
と
そ
こ
か
ら
分
離
・
合
法
化

さ
れ
た
「
労
働
者
派
遣
」「
業
務
請
負
」「
職
業
紹
介
」
の
そ
れ
ぞ
れ
と
の
か
か

わ
り
を
考
え
る
の
が
適
当
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
は
九
〇
年
代
後
半
か
ら
の
労
働

市
場
の
規
制
緩
和
に
よ
っ
て
重
な
る
部
分
を
生
み
出
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
が
非

正
規
雇
用
と
ワ
ー
キ
ン
グ
プ
ア
問
題
の
今
日
的
特
徴
を
表
し
て
い
る
。

ま
ず
、
労
働
者
供
給
と
労
働
者
派
遣
に
つ
い
て
で
あ
る
。
労
働
者
供
給
と

は
、
あ
る
企
業
ま
た
は
個
人
が
労
働
者
を
他
の
企
業
に
貸
し
出
し
て
使
用
さ
せ

る
こ
と
、
す
な
わ
ち
労
働
者
を
リ
ー
ス
す
る
こ
と
で
あ
り
、
労
働
者
供
給
事
業

と
は
、
こ
れ
を
業
と
し
て
行
い
利
益
を
得
る
も
の
で
あ
る
。
第
二
次
大
戦
前
の

日
本
で
は
、
工
場
や
港
湾
運
送
、
鉱
山
、
炭
鉱
な
ど
に
供
給
業
者
が
労
働
者
を

リ
ー
ス
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
利
益
を
上
げ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
供
給
事
業
に

は
し
ば
し
ば
暴
力
的
な
強
制
労
働
や
ピ
ン
ハ
ネ
が
付
随
し
た
た
め
、
戦
後
の
職

業
安
定
法
は
四
四
条
で
こ
れ
を
禁
止
し
た
。

し
か
し
、
八
五
年
に
制
定
さ
れ
た
労
働
者
派
遣
法
は
、
①
派
遣
元
と
派
遣
労

働
者
の
間
に
雇
用
関
係
が
成
立
し
、
②
派
遣
先
と
労
働
者
の
間
に
は
指
揮
命
令

関
係
が
あ
る
が
雇
用
関
係
は
な
い
、
と
い
う
二
つ
の
条
件
を
満
た
す
も
の
を
労

働
者
派
遣
と
し
て
労
働
者
供
給
事
業
か
ら
分
離
し
、
合
法
化
し
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
よ
っ
て
、
直
接
雇
用
の
原
則
が
緩
和
さ
れ
、
今
日
に
至
る
間
接
雇
用
問

題
の
突
破
口
が
ひ
ら
か
（
１３
）

れ
た
。

間
接
雇
用
の
な
か
に
は
、
以
上
の
よ
う
な
労
働
者
派
遣
と
よ
く
似
た
業
務
請

負
が
あ
る
。
業
務
請
負
と
は
、
請
負
業
者
が
別
の
企
業
（
注
文
主
）
か
ら
請
け

負
っ
た
仕
事
を
、
当
該
企
業
に
お
い
て
自
社
で
雇
用
す
る
労
働
者
を
指
揮
命
令

し
て
行
う
も
の
で
あ
る
。
労
働
者
派
遣
と
の
違
い
は
、
請
負
労
働
者
に
指
揮
命

令
で
き
る
の
は
業
務
を
受
託
し
た
請
負
業
者
に
限
ら
れ
、
業
務
を
委
託
し
た
注

文
主
が
労
働
者
に
対
し
て
指
揮
命
令
で
き
な
い
点
で
あ
る
。

労
働
者
派
遣
と
業
務
請
負
は
制
度
上
、
第
１
図
の
よ
う
に
区
別
さ
れ
る
。
し

か
し
、
こ
の
制
度
上
の
区
別
か
ら
逸
脱
し
、
両
者
の
重
な
る
部
分
が
現
実
的
に

広
く
展
開
さ
れ
、
社
会
問
題
化
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
れ
が
、「
偽
装
請

負
」
と
い
う
働
か
せ
方
で
あ
る
。
こ
の
「
偽
装
請
負
」
は
第
２
図
に
見
ら
れ
る

よ
う
に
、
注
文
主
で
あ
る
ユ
ー
ザ
ー
企
業
が
請
負
の
形
式
を
偽
装
す
る
こ
と

で
、
労
働
者
派
遣
事
業
で
は
ユ
ー
ザ
ー
に
課
せ
ら
れ
る
責
任
や
制
限
を
免
れ
、

請
負
労
働
者
に
対
し
て
は
直
接
指
揮
命
令
を
行
っ
て
仕
事
を
進
め
て
い
る
。
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さ
ら
に
、
労
働
者
派
遣
の
合
法
化
は
、
職
業
紹
介
に
お
い
て
も
重
な
る
部
分

を
生
み
出
す
こ
と
に
な
っ
た
。「
紹
介
予
定
派
遣
」
で
あ
る
。
紹
介
予
定
派
遣

で
は
、
派
遣
元
が
派
遣
先
に
対
し
て
派
遣
労
働
者
の
職
業
紹
介
を
行
う
。
派
遣

期
間
と
い
う
試
用
期
間
付
き
の
直
接
雇
用
だ
が
、
派
遣
労
働
者
が
必
ず
直
接
雇

用
に
な
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
派
遣
先
が
直
接
雇
用
に
す
る
か
ど
う
か
の

決
定
権
を
持
っ
て
い
る
。
〇
三
年
の
労
働
者
派
遣
法
の
改
正
で
は
、
紹
介
予
定

派
遣
に
限
っ
て
派
遣
先
に
よ
る
派
遣
労
働
者
の
事
前
面
接
、
履
歴
書
送
付
が
容

認
さ
れ
て
お
り
、
派
遣
と
職
業
紹
介
の
重
複
が
強
ま
っ
て
い
る
。

最
後
に
、
こ
れ
ら
三
つ
が
重
な
る
部
分
と
し
て
「
短
期
業
務
請
負
」
が
あ

る
。
短
期
業
務
請
負
は
、「
日
雇
い
派
遣
」
や
「
ス
ポ
ッ
ト
派
遣
」
と
も
呼
ば

れ
、
一
日
か
ら
数
日
の
き
わ
め
て
短
期
間
、
ユ
ー
ザ
ー
企
業
の
指
揮
命
令
の
下

で
働
く
。
こ
の
よ
う
な
短
期
業
務
請
負
を
行
う
業
者
は
、
形
式
的
に
は
業
務
請

負
形
式
を
と
っ
て
い
る
が
、
労
働
者
を
派
遣
し
て
ユ
ー
ザ
ー
企
業
の
指
揮
命
令

の
下
で
働
か
せ
て
い
る
点
で
は
労
働
者

派
遣
業
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
実
質
的
に

は
賃
金
支
払
い
以
外
の
雇
用
主
責
任
を

果
た
し
て
お
ら
ず
、
実
態
と
し
て
は
職

業
紹
介
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
点
を
考
え
れ
ば
、
日
雇

い
派
遣
や
ス
ポ
ッ
ト
派
遣
等
の
短
期
業

務
請
負
は
、
非
正
規
雇
用
、
ワ
ー
キ
ン

グ
プ
ア
、
間
接
雇
用
の
す
べ
て
の
問
題

点
を
集
約
し
た
雇
用
形
態
で
あ
り
、
そ

の
内
実
は
労
働
者
供
給
事
業
そ
の
も
の

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
直
接
雇
用
の
原

第２図 偽 装 請 負

請負契約

雇用関係 指揮命令

実態は「派遣労働」だが，制約を逃れるた
め「請負」を装う

注文企業

請負労働者

請負会社

第１図 労働者派遣の仕組みと業務請負

雇用関係 指揮命令関係

派遣労働を利用できる期間には制限がある

雇用関係 指揮命令関係 指揮命令関係

派遣労働のような期間の制約がない

雇うことなく労働
者を利用できる派遣先企業

注文企業

派遣労働者

請負労働者

派遣労働の仕組み

派遣契約

業務請負

派遣会社

請負会社

派遣契約

特集１ 今日のワーキングプアと非正規雇用問題
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則
の
緩
和
の
結
果
生
じ
た
「
重
な
り
合
い
」
に
つ
い
て
、
伍
賀
は
第
３
図
の
よ

う
に
ま
と
め
て
い
る
。

２

間
接
雇
用
で
働
く
労
働
者
の
規
模
、
状
態
、
特
徴

�

規
模
の
推
計

間
接
雇
用
で
働
く
労
働
者
の
規
模
は
ど
の
く
ら
い
で
あ
ろ
う
か
。「
就
業
構

造
基
本
調
査
」
か
ら
非
正
規
雇
用
の
内
部
構
成
を
み
た
前
掲
第
５
表
を
み
る

と
、「
労
働
者
派
遣
事
業
所
の
派
遣

社
員
」
の
各
年
度
の
規
模
と
そ
の
急

増
ぶ
り
が
確
認
で
き
る
。
他
方
、
こ

の
表
で
は
間
接
雇
用
の
も
う
一
つ
の

形
態
で
あ
る
業
務
請
負
労
働
者
の
数

は
確
認
で
き
な
い
。
そ
れ
ら
は
「
派

遣
社
員
」「
パ
ー
ト
」「
ア
ル
バ
イ

ト
」「
契
約
社
員
・
嘱
託
」「
そ
の

他
」
の
な
か
に
紛
れ
込
ん
で
い
る
可

能
性
が
高
い
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
ネ

ッ
ト
カ
フ
ェ
、
ホ
ー
ム
レ
ス
・
シ
ェ

ル
タ
ー
、
派
遣
会
社
の
借
り
上
げ
住

居
や
寮
な
ど
で
生
活
す
る
派
遣
労
働

者
は
調
査
対
象
か
ら
漏
れ
て
い
る
可

能
性
が
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
間
接
雇
用
で
働
く
労

働
者
の
推
計
で
は
、
と
く
に
総
務
省

「
事
業
所
、
企
業
統
計
調
査
」
が
注

目
さ
（
１４
）

れ
る
。
こ
の
調
査
で
は
、「
労

働
者
派
遣
法
に
い
う
派
遣
労
働
者
」

「
在
籍
出
向
な
ど
当
該
事
業
所
に
籍

が
あ
り
な
が
ら
、
他
の
会
社
な
ど
別

経
営
の
事
業
所
で
働
い
て
い
る
人
」

「
下
請
と
し
て
請
負
先
の
事
業
所
で

働
い
て
い
る
人
」
な
ど
の
「
別
経
営

第３図 労働者供給事業

α

γ

θ
δ

β

業務請負

γ：偽装請負
δ：紹介予定派遣
θ：日雇い派遣

職業紹介

第１０表 別経営の事業所からの派遣または下請従業者数（全産業，民営事業所）
（単位：千人）

ｄ－ｃ

７１６

７９７

９９２

（注）「事業従事者」は次のとおり算出した。ｂ＝ａ－ｃ＋ｄ
（出所） 総務省「事業所・企業統計調査報告」（各年版，確報値）より作成。

別経営の事業所からの派遣また
は下請従業者数

構成比
（ｄ／ｂ×１００）

３．３

３．９

５．１

実 数�

１，９１７

２，２５８

２，８１０

別経営の事業
所への派遣ま
たは下請従業
者数�

１，２０１

１，３６１

１，８１８

事業従事者数

�

５８，２９９

５５，７１０

５５，１７６

事業者数�

５７，５８３

５４，９１３

５４，１８４

１９９６年

２００１年

２００６年

派遣労働
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の
事
業
所
か
ら
の
派
遣
ま
た
は
下
請
従
業
者
」
を
調
査
し
て
お
り
、
こ
こ
で
得

ら
れ
た
数
値
か
ら
在
籍
出
向
者
の
数
を
差
し
引
け
ば
、
間
接
雇
用
で
働
く
労
働

者
の
近
似
値
が
得
ら
れ
る
。
こ
れ
を
ま
と
め
た
第
１０
表
に
よ
れ
ば
、「
別
経
営

の
事
業
所
か
ら
の
派
遣
ま
た
は
下
請
従
業
者
」
の
数
は
〇
六
年
に
は
二
八
一
万

人
で
、「
雇
用
動
向
調
査
」
で
見
込
ま
れ
る
在
籍
出
向
者
数
が
約
五
〇
万
人
で

あ
る
か
ら
、
間
接
雇
用
で
働
く
労
働
者
は
二
三
〇
万
人
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
の
調
査
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、「
別
経
営
の
事
業
所
か
ら
の
派
遣
ま
た
は

下
請
従
事
者
」（
調
査
対
象
企
業
が
受
け
入
れ
人
数
）
と
「
別
経
営
の
事
業
所

へ
の
派
遣
ま
た
は
下
請
従
事
者
」（
調
査
対
象
企
業
が
送
り
出
し
た
人
数
）
に

大
幅
な
乖
離
が
あ
り
、
そ
れ
が
拡
大
し
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
の
乖
離

は
〇
六
年
時
点
で
一
〇
〇
万
人
を
上
回
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
伍
賀
は
、

「
派
遣
事
業
者
や
請
負
業
者
の
な
か
に
は
自
ら
募
集
し
て
工
場
や
オ
フ
ィ
ス
、

ス
ー
パ
ー
、
倉
庫
な
ど
に
派
遣
し
て
い
る
労
働
者
を
記
入
し
な
い
事
業
所
が
か

な
り
あ
る
の
で
は
な
い
か
」
と
し
、
こ
れ
ら
の
事
業
所
に
派
遣
す
る
数
の
変
動

が
激
し
い
た
め
に
把
握
で
き
な
い
と
推
測
し
て
い
る
。
こ
れ
が
間
接
雇
用
の
実

際
の
姿
で
あ
り
、
そ
の
象
徴
が
近
年
、
労
働
市
場
に
急
速
に
浸
透
し
た
「
日
雇

い
派
遣
」
な
の
で
あ
る
。

�

労
働
者
派
遣
の
仕
組
み
と
特
徴

間
接
雇
用
の
主
要
な
形
態
は
労
働
者
派
遣
で
あ
り
、
そ
れ
は
労
働
者
派
遣
事

業
が
合
法
化
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
拡
大
し
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
労
働
市
場
で

は
ど
の
よ
う
な
変
化
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

第
一
に
、
労
働
者
派
遣
事
業
の
合
法
化
は
労
働
者
の
リ
ー
ス
の
容
認
で
あ

り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
派
遣
先
は
労
働
者
の
直
接
雇
用
か
ら
免
れ
、
派
遣
労
働
者

を
指
揮
命
令
し
て
事
業
を
行
う
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。
労
働
市
場
は
需
要

（
求
人
）
と
供
給
（
求
職
）
と
の
間
の
関
係
で
は
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。

第
二
に
、
派
遣
業
者
は
労
働
者
の
リ
ー
ス
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
リ
ー
ス
に
際

し
て
さ
ま
ざ
ま
な
サ
ー
ビ
ス
を
付
加
し
、
リ
ー
ス
代
金
と
サ
ー
ビ
ス
代
金
と
し

て
の
派
遣
（
１５
）

料
金
か
ら
利
益
を
得
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
こ
で
付
加
さ
れ
る
サ
ー

ビ
ス
と
は
、
派
遣
先
に
「Just-In-T

im
e

に
よ
る
労
働
供
給
」
を
行
う
た
め
の

派
遣
元
の
サ
ー
ビ
ス
で
あ
り
、
具
体
的
に
は
労
働
者
の
募
集
、
選
別
、
調
査
、

訓
練
、
連
絡
、
調
整
、
管
理
な
ど
で
（
１６
）

あ
る
。

第
三
に
、
以
上
の
サ
ー
ビ
ス
内
容
を
よ
り
詳
し
く
み
る
と
、
次
の
と
お
り
で

あ
る
。
直
接
雇
用
に
お
い
て
は
労
働
者
の
指
揮
命
令
権
は
雇
用
責
任
を
伴
っ
て

行
使
さ
れ
る
が
、
労
働
者
派
遣
事
業
の
合
法
化
は
こ
れ
ら
の
分
離
を
容
認
し
、

派
遣
先
は
自
ら
に
雇
用
責
任
が
及
ぶ
こ
と
を
避
け
、
そ
の
責
任
を
派
遣
元
に
転

嫁
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
。
こ
こ
で
い
う
雇
用
主
責
任
と
は
、「
労
働
基

準
法
、
労
災
保
険
法
、
雇
用
保
険
法
、
健
康
保
険
法
、
労
働
組
合
法
、
労
働
関

係
調
整
法
、
厚
生
年
金
保
険
法
、
民
法
等
に
お
け
る
使
用
者
、
又
は
雇
用
主
と

し
て
の
（
１７
）

義
務
」
の
遂
行
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
雇
用
主
責
任
が
商
品
化
さ
れ
、
派

遣
元
は
派
遣
先
に
そ
の
サ
ー
ビ
ス
を
付
加
し
た
労
働
者
を
リ
ー
ス
し
、
そ
の
対

価
と
し
て
派
遣
先
か
ら
派
遣
料
金
を
得
る
こ
と
に
（
１８
）

な
る
。

第
四
に
、
そ
の
運
用
に
お
い
て
は
次
の
よ
う
な
問
題
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

労
働
者
派
遣
の
容
認
は
、
派
遣
先
に
指
揮
命
令
権
の
み
を
認
め
そ
れ
以
上
の
権

限
は
与
え
て
い
な
い
が
、
現
実
に
は
派
遣
先
は
ユ
ー
ザ
ー
の
立
場
か
ら
派
遣
労

働
者
に
「
事
前
面
接
」
を
行
う
こ
と
（
１９
）

な
ど
、
採
用
に
関
す
る
権
限
を
行
使
し
て

い
る
事
例
な
ど
が
あ
る
。
他
方
、
派
遣
元
は
派
遣
労
働
者
に
対
す
る
雇
用
主
責

任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
の
責
任
が
十
分
果
た
さ
れ
て
い
る
か
と

い
え
ば
そ
う
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
派
遣
業
者
間
の
価
格
競
争
お
よ
び
派
遣
先

か
ら
の
価
格
値
下
げ
圧
力
に
よ
っ
て
派
遣
料
金
は
低
下
傾
向
に
あ
る
う
え
、
雇
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用
主
責
任
を
果
た
す
う
え
で
は
そ
れ
に
必
要
な
要
員
を
自
社
内
で
確
保
し
な
け

れ
ば
な
ら
ず
、
必
然
的
に
コ
ス
ト
増
と
な
る
。
こ
の
た
め
、
雇
用
主
と
し
て
の

義
務
の
一
部
が
遂
行
さ
れ
ず
、
雇
用
主
責
任
の
空
洞
化
が
生
じ
る
こ
と
に
な

る
。第

五
に
、
派
遣
元
が
代
行
す
る
雇
用
主
責
任
に
は
雇
用
契
約
の
開
始
と
終
了

と
い
う
行
為
が
含
め
ら
れ
て
い
る
が
、
実
態
的
に
み
れ
ば
そ
の
権
限
は
派
遣
先

が
確
保
し
た
ま
ま
と
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
派
遣
先
は
派
遣
元
に
雇
用
主

責
任
を
代
行
さ
せ
な
が
ら
、
事
実
上
、
雇
用
契
約
の
開
始
と
終
了
の
権
限
を
維

持
し
つ
づ
け
、
自
ら
の
雇
用
調
整
を
容
易
に
行
え
る
よ
う
に
し
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
そ
の
ま
ま
派
遣
労
働
者
の
雇
用
不
安
に
つ
な
が
る
。

第
六
に
、
以
上
の
よ
う
な
派
遣
労
働
者
の
利
用
に
よ
っ
て
、
派
遣
先
で
同
種

の
仕
事
に
つ
く
正
規
労
働
者
と
の
労
働
条
件
の
格
差
が
明
確
に
な
る
。
日
本
に

お
い
て
派
遣
労
働
者
が
利
用
さ
れ
る
の
は
、
正
規
雇
用
に
比
べ
て
コ
ス
ト
が
安

い
た
め
で
あ
る
。
同
種
の
仕
事
を
す
る
正
規
社
員
と
派
遣
労
働
者
の
賃
金
格
差

に
つ
い
て
は
こ
こ
で
は
触
れ
な
い
が
、
欧
州
議
会
が
可
決
し
た
派
遣
労
働
（
２０
）

指
令

の
よ
う
な
同
一
労
働
同
一
賃
金
原
則
に
も
と
づ
い
て
格
差
を
規
制
す
る
制
度
が

な
け
れ
ば
、
正
規
労
働
者
と
の
格
差
の
固
定
化
、
派
遣
労
働
者
の
賃
金
低
下
、

正
規
労
働
者
の
労
働
条
件
の
切
り
下
げ
、
そ
の
派
遣
労
働
者
へ
の
置
き
換
え
が

進
む
こ
と
に
な
る
。

�

業
務
請
負
の
仕
組
み
と
特
徴

間
接
雇
用
の
も
う
ひ
と
つ
の
主
要
な
形
態
で
あ
る
業
務
請
負
に
つ
い
て
簡
単

に
見
て
お
き
た
い
。
戦
後
の
日
本
に
お
い
て
、
中
間
搾
取
や
強
制
労
働
を
伴
う

恐
れ
が
あ
る
た
め
、
労
働
者
供
給
は
職
業
安
定
法
に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ
て

（
２１
）

き
た
。
ま
た
、
職
安
法
施
行
規
則
で
は
、
請
負
の
定
義
が
厳
格
に
定
め
ら
れ
、

請
負
を
装
っ
た
労
働
者
供
給
事
業
の
排
除
を
明
確
に
し
て
い
た
。
請
負
の
根
幹

は
、
作
業
す
る
請
負
労
働
者
を
請
負
業
者
が
直
接
に
指
揮
命
令
す
る
こ
と
で
あ

る
。
こ
れ
に
反
し
て
業
務
の
発
注
元
が
請
負
労
働
者
を
指
揮
命
令
し
た
場
合
に

は
労
働
者
供
給
事
業
と
見
な
さ
れ
、
職
安
法
に
よ
っ
て
供
給
元
の
み
な
ら
ず
供

給
先
も
処
罰
の
対
象
と
さ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、
近
年
問
題
と
な
っ
て
い
た
偽

装
請
負
、
す
な
わ
ち
請
負
を
装
い
な
が
ら
供
給
先
が
請
負
労
働
者
を
指
揮
命
令

す
る
こ
と
は
、
供
給
元
と
供
給
先
の
双
方
が
職
安
法
違
反
に
問
わ
れ
る
も
の
で

あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
八
五
年
の
派
遣
法
制
定
以
降
、
労
働
者
派
遣
が
労
働
者
供
給
か

ら
分
離
・
合
法
化
さ
れ
、
労
働
者
供
給
事
業
の
定
義
が
変
わ
り
、
偽
装
請
負
に

つ
い
て
の
行
政
解
釈
も
変
更
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
業
務
請
負
の
形
式
を
と
り

な
が
ら
派
遣
先
が
指
揮
監
督
を
行
う
よ
う
な
偽
装
請
負
は
違
法
な
派
遣
と
し
て

処
理
さ
れ
る
べ
き
で
、
職
安
法
違
反
の
労
働
者
供
給
に
は
該
当
し
な
い
と
解
釈

さ
れ
て
（
２２
）

い
る
。
し
た
が
っ
て
、
偽
装
請
負
は
労
働
者
派
遣
法
違
反
で
あ
り
、
請

負
業
者
は
処
罰
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
ユ
ー
ザ
ー
企
業
は
処
罰
の
対
象
に
な

ら
な
く
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
派
遣
法
に
は
派
遣
労
働
者
を
利
用
で
き
る
期
間

の
制
限
を
は
じ
め
、
派
遣
労
働
者
を
保
護
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
（
２３
）

規
則
が
あ
っ
た
た

め
、
派
遣
労
働
者
の
自
由
な
利
用
を
望
む
ユ
ー
ザ
ー
企
業
は
、
自
ら
は
処
罰
を

受
け
な
い
偽
装
請
負
を
選
択
す
る
と
い
う
事
態
が
広
が
（
２４
）

っ
た
。
〇
三
年
に
は
製

造
ラ
イ
ン
へ
の
労
働
者
派
遣
が
合
法
化
さ
れ
た
が
、
大
き
な
社
会
問
題
と
な
っ

た
〇
六
年
ま
で
偽
装
請
負
は
派
遣
労
働
と
比
較
し
て
ユ
ー
ザ
ー
企
業
に
都
合
の

よ
い
働
か
せ
方
で
あ
っ
た
。

以
上
の
よ
う
な
偽
装
請
負
と
並
ん
で
、
近
年
問
題
と
な
っ
た
も
の
に
短
期
業

務
請
負
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
実
態
と
し
て
は
製
造
ラ
イ
ン
以
外
の
部
署
へ
の
労

働
者
の
提
供
を
い
う
場
合
が
多
く
、「
軽
作
業
請
負
」「
短
期
業
務
請
負
」「
ス
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ポ
ッ
ト
派
遣
」「
日
雇
い
派
遣
」「
オ
ン
コ
ー
ル
ワ
ー
カ
ー
」
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま

な
呼
び
方
が
な
さ
れ
て
い
る
。

短
期
業
務
請
負
は
、「
一
日
だ
け
」「
三
時
間
だ
け
五
人
」
と
い
っ
た
ま
さ
に

短
期
化
・
断
片
化
し
た
雇
用
にJust-In-T

im
e

で
求
職
者
を
送
り
込
む
請
負

の
形
態
で
あ
る
。
そ
れ
が
可
能
に
な
っ
た
の
は
、
携
帯
電
話
や
メ
ー
ル
な
ど
情

報
技
術
の
革
新
を
前
提
に
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
求
職
者
の
個
人
情
報
や
希
望
職

種
、
就
業
希
望
日
時
、
過
去
の
就
業
実
績
な
ど
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
が
構
築
さ
れ

た
た
め
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
請
負
業
者
は
、
ユ
ー
ザ
ー
企
業
の
求
人
条
件

に
適
合
し
た
求
職
者
を
検
索
し
、
携
帯
メ
ー
ル
な
ど
の
手
段
で
求
人
募
集
す
る

こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。
ま
た
、
求
職
者
の
側
で
も
業
者
か
ら
の
求
人
情
報

を
、
ど
こ
に
い
て
も
す
ぐ
に
入
手
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
短
期
業
務
請
負
は
、
ユ
ー
ザ
ー
へ
の
請
負
労
働
者
の
確
実
な
供

給
と
い
う
面
で
、
他
の
業
務
請
負
と
比
較
し
て
特
別
の
コ
ス
ト
を
担
わ
さ
れ

る
。
現
場
に
時
間
ど
お
り
に
確
実
に
到
着
さ
せ
る
た
め
の
請
負
労
働
者
本
人
へ

の
直
前
確
認
や
、
直
前
キ
ャ
ン
セ
ル
に
対
応
し
た
代
替
人
材
の
配
置
な
ど
が
そ

れ
で
あ
る
。

以
上
、
短
期
業
務
請
負
は
、
請
負
業
者
が
ユ
ー
ザ
ー
企
業
の
人
数
ベ
ー
ス
の

注
文
を
受
け
、
現
場
の
仕
事
に
組
み
込
ま
れ
、
そ
こ
で
指
揮
命
令
を
受
け
、
事

前
に
ユ
ー
ザ
ー
企
業
の
ニ
ー
ズ
に
対
応
し
た
労
働
者
の
指
名
が
行
わ
れ
る
な

ど
、
労
働
者
供
給
事
業
的
性
格
を
強
く
持
っ
て
い
る
、
短
期
化
、
断
片
化
さ
れ

た
雇
用
の
極
地
で
あ
り
、
非
正
規
雇
用
の
な
か
で
も
雇
用
不
安
と
貧
困
の
象
徴

と
な
っ
て
い
る
。

第
四
章

ワ
ー
キ
ン
グ
プ
ア
・
非
正
規
雇
用

増
大
の
背
景

１

日
本
型
雇
用
の
崩
壊
と
「
新
・
日
本
的
経
営
」

�

日
本
型
雇
用
の
崩
壊

ワ
ー
キ
ン
グ
プ
ア
は
な
ぜ
増
大
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
企
業
内
労
働

市
場
の
変
化
と
し
て
の
日
本
型
雇
用
の
解
体
と
い
う
観
点
か
ら
問
題
を
整
理
し

て
お
き
た
い
。

日
本
に
お
け
る
ワ
ー
キ
ン
グ
プ
ア
は
、
六
〇
年
代
初
期
に
お
い
て
は
、
そ
の

存
在
が
普
通
に
認
識
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
六
〇
年
代
半
ば
か
ら

七
〇
年
代
初
期
に
か
け
て
、
貧
困
は
一
時
的
・
恒
久
的
な
労
働
不
能
者
（
高

齢
、
傷
病
、
障
害
）
の
問
題
だ
と
い
う
社
会
認
識
が
定
着
し
、
高
度
成
長
期
で

も
ワ
ー
キ
ン
グ
プ
ア
が
大
量
に
存
在
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
貧
困
」
の
問

題
と
し
て
把
握
さ
れ
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
今
日
の
ワ
ー
キ
ン
グ
プ
ア
問

題
は
、
以
前
か
ら
の
ワ
ー
キ
ン
グ
プ
ア
と
近
年
貧
困
化
し
た
部
分
の
総
合
と
し

て
、
い
わ
ば
そ
の
「
再
発
見
」
と
し
て
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
（
２５
）

な
い
。

近
年
に
お
け
る
ワ
ー
キ
ン
グ
プ
ア
の
再
発
見
の
直
接
の
要
因
は
、
正
規
雇
用

の
大
幅
削
減
、
失
業
と
非
正
規
雇
用
の
増
大
、
そ
れ
に
伴
う
低
賃
金
の
浸
透
で

あ
る
。
こ
れ
は
バ
ブ
ル
崩
壊
以
降
の
長
期
不
況
を
背
景
と
す
る
も
の
だ
が
、
と

く
に
、
日
本
型
雇
用
が
解
体
さ
れ
、
脆
弱
で
あ
っ
た
日
本
の
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
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ト
が
さ
ら
に
「
底
抜
け
」
状
態
に
な
っ
た
こ
と
に
問
題
が
あ
る
。

ま
ず
、
前
者
か
ら
み
て
み
よ
う
。
日
本
型
雇
用
の
崩
壊
は
、
第
一
に
「
新
規

学
卒
定
期
一
括
正
規
採
用
」
の
後
退
と
い
う
入
り
口
部
分
か
ら
始
ま
る
。
巻
頭

色
刷
り
第
６
図
は
正
規
雇
用
の
変
化
を
み
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、

一
五
〜
二
四
歳
の
若
年
層
に
お
け
る
正
規
雇
用
は
バ
ブ
ル
崩
壊
後
の
九
二
年
に

五
八
三
万
人
で
ピ
ー
ク
に
達
し
た
あ
と
、
数
年
の
横
ば
い
傾
向
を
経
て
九
四
年

以
降
急
激
に
減
少
し
た
。
〇
六
年
に
は
二
七
〇
万
人
ま
で
落
ち
込
み
半
減
し
て

い
る
。
全
年
齢
で
の
正
規
雇
用
の
数
は
九
四
〜
九
八
年
ま
で
横
ば
い
で
あ
る
こ

と
と
比
較
す
る
と
、
九
〇
年
代
中
盤
か
ら
新
規
学
卒
定
期
一
括
正
規
採
用
の
収

縮
が
始
ま
り
、
学
校
か
ら
職
業
へ
の
移
行
が
損
な
わ
れ
た
た
め
、
若
者
層
で
の

正
規
雇
用
の
急
減
が
生
じ
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
そ
れ
ら
は
巻
頭
色
刷
り
第
７
図
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
非
正
規
・

無
業
の
若
者
の
増
大
と
し
て
現
れ
た
。
若
者
の
な
か
で
の
非
正
規
・
無
業
の
比

率
は
、
八
〇
年
代
か
ら
九
〇
年
代
中
盤
ま
で
男
性
二
割
弱
、
女
性
三
割
前
後
と

い
う
水
準
だ
っ
た
が
、
九
五
年
以
降
急
増
し
、
〇
二
年
に
は
男
性
四
割
強
、
女

性
五
割
強
に
な
っ
て
い
る
。

第
二
に
、
以
上
の
よ
う
な
新
規
学
卒
定
期
一
括
正
規
採
用
の
収
縮
は
、「
長

期
雇
用
」
を
保
障
し
な
が
ら
「
企
業
内
技
能
訓
練
」
を
行
う
と
い
う
日
本
型
雇

用
の
枠
組
み
の
崩
壊
へ
と
つ
な
が
っ
た
。
こ
の
う
ち
、
長
期
雇
用
に
つ
い
て

は
、
〇
一
年
に
大
企
業
で
実
施
さ
れ
た
大
リ
ス
ト
ラ
が
、
そ
の
崩
壊
に
決
定
的

な
影
響
を
与
え
た
。

第
１１
表
は
大
企
業
と
小
零
細
企
業
の
正
規
労
働
者
数
の
推
移
を
示
し
た
も
の

だ
が
、
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
従
業
員
五
〇
〇
人
以
上
の
大
企
業
に
お
い
て
、

〇
一
年
か
ら
〇
二
年
に
か
け
て
正
規
労
働
者
の
一
割
強
に
お
よ
ぶ
一
二
五
万
人

の
削
減
が
行
わ
れ
た
こ
と
、
こ
れ
ら
が
労
働
組
合
の
抵
抗
や
マ
ス
コ
ミ
・
世
論

の
批
判
な
ど
社
会
的
摩
擦
を
伴
わ
ず
に
行
わ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
大
企
業
と
い
う
日
本
的
雇
用
の
本
体
で
量
的
に
リ
ス
ト

ラ
が
進
ん
だ
だ
け
で
な
く
、「
雇
用
を
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
社

会
的
規
範
意
識
が
国
民
の
な
か
で
後
退
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
結

果
、
〇
四
年
に
大
企
業
は
バ
ブ
ル
崩
壊
以
降
の
「
三
つ
の
過
剰
」
処
理
の
完
了

を
宣
言
し
、
〇
八
年
初
め
ま
で
史
上
最
高
益
を
更
新
す
る
。
他
方
、
以
上
の
よ

う
な
社
会
的
規
範
意
識
の
後
退
は
小
零
細
企
業
に
も
波
及
し
、
〇
三
年
か
ら
〇

五
年
に
か
け
て
大
幅
な
人
員
削
減
が
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

第
三
に
、
新
規
学
卒
定
期
一
括
正
規
採
用
の
単
身
若
年
者
に
対
す
る
低
賃
金

か
ら
出
発
し
、
長
期
雇
用
と
企
業
内
技
能
訓
練
に
よ
る
潜
在
能
力
の
向
上
と
そ

れ
に
対
す
る
査
定
を
前
提
と
し
た
「
年
功
賃
金
」
制
度
は
変
容
を
迫
ら
れ
た
。

す
な
わ
ち
、
能
力
主
義
と
し
て
の
年
功
賃
金
制
度
崩
壊
と
成
果
主
義
賃
金
制
度

第１１表 大企業正規労働者数の推移

５００人以上企業

８９２
８７２
９３６
９５３
９８５
１，０４１
１，０９７
１，１１２
１，１０２
１，０４１
１，０６５
１，０２１
１，０４５
９９９
９８５
８６０
８５５
８９０
８４７
８４９
９１０

（出所）「労働力調査」特別調査および詳細結果 各
年２月または１－３月平均による。

１－２９人企業

９２７
９４３
９２５
９２１
９７４
９７２
９４１
９７７
９７１
１，００８
９８８
９９６
９５７
９４３
９３４
９３７
９２３
８５８
８３２
８５８
８２３

年

１９８７
１９８８
１９８９
１９９０
１９９１
１９９２
１９９３
１９９４
１９９５
１９９６
１９９７
１９９８
１９９９
２０００
２００１
２００２
２００３
２００４
２００５
２００６
２００７

万人万人
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の
導
入
で
あ
る
。

以
上
、
日
本
型
雇
用
の
崩
壊
と
そ
れ
を
支
え
た
社
会
的
規
範
意
識

た
と

え
ば
「
雇
用
は
保
障
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」「
賃
金
は
上
昇
す
る
も
の
」

な
ど
の
社
会
的
意
識

の
崩
壊
に
よ
っ
て
、
労
働
条
件
の
切
り
下
げ
が
生
じ

た
。
す
な
わ
ち
、
正
規
雇
用
か
ら
非
正
規
雇
用
へ
の
置
き
換
え
、
非
正
規
雇
用

の
な
か
で
の
フ
ル
タ
イ
ム
型
の
急
増
、
正
規
雇
用
に
お
け
る
低
収
入
層
の
急
増

な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。
日
本
型
雇
用
は
正
規
雇
用
へ
の
入
り
口
部
分
で
若
年
層

を
絞
り
こ
み
、「
過
剰
」
処
理
と
し
て
正
規
雇
用
を
削
減
す
る
と
と
も
に
、
か

ろ
う
じ
て
そ
こ
に
残
っ
た
部
分
に
つ
い
て
も
雇
用
保
障
的
雰
囲
気
を
否
定
し
、

成
果
主
義
を
導
入
す
る
な
か
で
処
遇
の
引
き
下
げ
を
図
っ
た
の
で
あ
る
。

�

促
進
要
因
と
し
て
の
「
新
・
日
本
的
経
営
」

日
本
型
雇
用
は
九
〇
年
代
後
半
か
ら
崩
壊
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
そ
れ
に

大
き
な
影
響
を
与
え
た
の
が
、
日
本
経
営
者
団
体
連
盟
（
日
経
連
）
が
作
成
し

た
『
新
時
代
の
「
日
本
的
経
営
」
―
挑
戦
す
べ
き
方
向
と
そ
の
具
体
策
』（
一

九
九
五
年
）
と
い
う
報
告
書
で
あ
る
。

第
一
に
、
非
正
規
雇
用
の
拡
大
と
の
関
連
で
は
、
雇
用
の
「
流
動
化
・
多
様

化
」
が
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
。
こ
の
報
告
書
で
は
、
企
業
で
働
く
労
働
者
を
、
①

正
規
社
員
を
想
定
し
た
「
長
期
蓄
積
能
力
活
用
型
グ
ル
ー
プ
」、
②
契
約
社
員

を
想
定
し
た
「
高
度
専
門
能
力
活
用
型
グ
ル
ー
プ
」、
③
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
や

派
遣
・
請
負
従
業
員
を
想
定
し
た
「
雇
用
柔
軟
型
グ
ル
ー
プ
」
の
三
つ
に
分

け
、
従
来
の
ス
ト
ッ
ク
型
の
正
規
社
員
①
を
少
数
精
鋭
化
し
、
他
の
労
働
者
②

③
に
つ
い
て
は
「
流
動
化
」
を
加
速
さ
せ
る
こ
と
を
提
案
し
た
。
日
本
の
大
企

業
は
、
こ
の
よ
う
な
多
様
な
雇
用
を
仕
事
に
対
応
し
て
効
率
的
に
組
み
合
わ
せ

た
「
自
社
型
雇
用
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
」
を
採
用
し
、
大
競
争
時
代
に
勝
ち
抜
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

第
二
に
、
こ
の
よ
う
な
雇
用
の
流
動
化
・
多
様
化
に
対
応
し
、
労
働
者
の
処

遇
に
つ
い
て
は
個
人
の
仕
事
や
そ
こ
で
の
成
果
な
ど
を
評
価
対
象
と
す
る
個
別

管
理
の
方
向
が
強
め
ら
れ
、
全
体
と
し
て
は
雇
用
・
賃
金
・
労
働
時
間
に
「
総

額
人
件
費
管
理
」
と
い
う
枠
組
み
が
課
せ
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
す
な
わ

ち
、
正
規
雇
用
に
対
し
て
は
年
功
賃
金
カ
ー
ブ
抑
制
の
た
め
、「
ラ
ッ
パ
型
賃

金
」「
洗
い
替
え
給
」「
年
俸
制
」「
業
績
反
映
給
」「
貢
献
度
反
映
型
退
職
金
」

な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
処
遇
方
式
が
、
非
正
規
雇
用
に
つ
い
て
は
成
果
あ
る
い
は
職

務
と
そ
の
習
熟
に
よ
っ
て
の
み
上
昇
を
認
め
る
仕
事
給
の
導
入
が
、
そ
れ
ぞ
れ

提
案
さ
（
２６
）

れ
た
。

そ
の
結
果
、
日
本
型
雇
用
の
範
囲
が
縮
小
し
、
そ
の
残
存
部
分
に
あ
た
る
正

規
雇
用
に
お
い
て
も
賃
金
低
下
が
生
じ
た
。
ま
た
、
大
企
業
に
お
け
る
日
本
型

雇
用
の
否
定
と
、
雇
用
と
賃
金
に
関
す
る
社
会
的
慣
行
意
識
の
後
退
に
よ
っ

て
、
中
小
零
細
企
業
に
お
け
る
正
規
雇
用
に
お
い
て
も
低
収
入
の
労
働
者
が
増

大
す
る
と
い
う
状
況
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。

２

戦
後
の
雇
用
政
策
と
直
接
雇
用
原
則
の
規
制
緩
和

�

戦
後
の
雇
用
政
策
と
非
正
規
雇
用
の
増
大

以
上
の
よ
う
な
日
本
型
雇
用
の
解
体
は
、
戦
後
の
雇
用
政
策
の
展
開
、
と
く

に
九
〇
年
代
以
降
の
労
働
の
規
制
緩
和
に
よ
っ
て
支
援
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ

た
。
ま
ず
、
戦
後
日
本
の
労
働
市
場
と
雇
用
政
策
と
の
関
連
か
ら
、
非
正
規
雇

用
、
と
く
に
間
接
雇
用
が
生
み
出
さ
れ
た
背
景
を
見
る
こ
と
に
（
２７
）

す
る
。

戦
後
の
労
働
政
策
は
前
近
代
的
雇
用
慣
行
の
除
去
を
課
題
と
し
て
出
発
し

特集１ 今日のワーキングプアと非正規雇用問題
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た
。
労
働
者
に
対
し
て
指
揮
命
令
を
行
う
た
め
に
は
労
働
契
約
が
締
結
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
直
接
雇
用
の
原
則
が
打
ち
出
さ
れ
、
間
接
雇
用
の
象

徴
で
あ
る
労
働
者
供
給
事
業
に
つ
い
て
は
、
職
業
安
定
法
第
四
四
条
で
禁
止
さ

れ
た
。
ま
た
、
労
働
行
政
の
実
務
と
し
て
は
、
業
務
請
負
を
装
う
労
働
者
供
給

事
業
に
対
す
る
規
制
と
し
て
職
業
安
定
法
施
行
規
則
に
お
い
て
「
請
負
」
の
定

義
が
厳
格
に
示
さ
れ
、
こ
れ
に
違
反
し
た
場
合
は
、
供
給
元
の
み
な
ら
ず
供
給

先
を
も
処
罰
の
対
象
と
し
た
。

労
働
者
供
給
事
業
の
規
制
緩
和
は
、
五
二
年
の
職
業
安
定
法
施
行
規
則
改
正

に
お
い
て
早
く
も
行
わ
れ
る
。「
我
が
国
経
済
の
資
本
主
義
的
後
進
性
と
産
業

将
来
の
伸
長
を
考
慮
す
る
」
と
い
う
立
場
か
ら
「
合
理
的
な
調
整
を
図
る
必
要

が
認
め
ら
れ
る
に
至
っ
た
」
と
し
て
、
間
接
雇
用
の
一
部
が
「
社
外
工
（
２８
）

制
度
」

と
し
て
容
認
さ
れ
た
。

他
方
、「
前
近
代
的
雇
用
慣
行
の
残
滓
の
撤
廃
」
と
い
う
労
働
政
策
の
基
本

視
点
は
六
〇
年
代
ま
で
維
持
さ
れ
、「
完
全
雇
用
」
の
達
成
と
い
う
政
策
目
標

を
実
現
す
る
た
め
、
劣
悪
な
就
業
状
態
に
よ
っ
て
就
業
の
う
ち
に
失
業
的
要
素

が
含
ま
れ
る
「
潜
在
失
業
」
や
、
低
賃
金
産
業
の
労
働
者
、
社
外
工
、
臨
時

工
、
日
雇
い
労
働
者
、
家
内
労
働
者
、
自
営
業
者
な
ど
の
「
不
完
全
就
業
」

雇
用
の
二
重
構
造
の
な
か
で
大
企
業
正
規
雇
用
労
働
者
の
対
極
に
位
置
す

る
就
業
者

の
解
消
が
め
ざ
さ
（
２９
）

れ
た
。

し
か
し
、
高
度
成
長
が
本
格
化
し
た
六
〇
年
代
後
半
に
は
、
以
上
の
よ
う
な

視
点
が
放
棄
さ
れ
、
雇
用
対
策
法
（
六
六
年
）
や
第
一
次
雇
用
対
策
基
本
計
画

（
六
七
年
）
で
は
、「
不
安
定
雇
用
の
改
善
」
の
対
象
は
「
臨
時
労
働
者
、
季
節
出

か
せ
ぎ
労
働
者
、
心
身
障
害
者
、
不
良
住
宅
地
区
に
住
み
不
安
定
な
雇
用
状
態

に
あ
る
日
雇
い
労
働
者
」
で
あ
り
、
社
外
工
は
そ
の
対
象
か
ら
除
外
さ
れ
た
。

こ
れ
は
、
現
に
存
在
す
る
社
外
工
を
改
善
の
対
象
か
ら
は
ず
し
、
そ
の
ま
ま
容

認
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
第
二
次
雇
用
対
策
基
本
計
画
（
七
三

年
）
で
は
、「
不
安
定
雇
用
」
そ
の
も
の
へ
の
言
及
が
消
滅
し
た
。

七
〇
年
代
、
世
界
経
済
が
低
成
長
期
に
入
る
な
か
、
日
本
経
済
は
輸
出
主
導

型
の
経
済
大
国
を
め
ざ
す
こ
と
に
な
る
が
、
日
本
の
大
企
業
は
そ
れ
に
対
応
し

た
雇
用
の
あ
り
方
を
積
極
的
に
追
求
し
、
そ
の
影
響
を
受
け
た
労
働
行
政
は
軌

道
修
正
を
行
う
こ
と
と
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
不
完
全
就
業
の
代
表
と
し
て
解

消
が
め
ざ
さ
れ
て
い
た
社
外
工
は
、
輸
出
拡
大
を
支
え
る
雇
用
形
態
と
し
て
位

置
づ
け
直
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
い
え
ば
、こ
の
時
期
は
、社
外
工
以
外
の

「
不
完
全
就
業
の
滞
留
と
い
う
問
題
」が「
解
消
」さ
れ
た
時
期
と
評
価
さ
（
３０
）

れ
た
。

七
四
〜
七
五
年
の
不
況
の
過
程
で
、
日
本
の
大
企
業
は
「
減
量
経
営
」
を
主

張
し
、
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
、
臨
時
工
、
社
外
工
な
ど
が
景
気
の
調
整
弁
と
し
て

整
理
さ
れ
た
。
し
か
し
、
七
七
〜
七
八
年
頃
よ
り
非
正
規
雇
用
の
積
極
的
活
用

が
復
活
・
拡
大
し
、
生
産
現
場
に
お
け
る
業
務
請
負
（
社
外
工
制
度
）
と
い
う

間
接
雇
用
の
形
態
は
、
事
務
部
門
や
ソ
フ
ト
ウ
エ
ア
産
業
の
先
端
部
門
ま
で
浸

透
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

七
〇
年
代
後
半
か
ら
八
〇
年
代
に
か
け
て
、
日
本
の
大
企
業
は
、
生
産
現
場

の
ロ
ボ
ッ
ト
化
・
マ
イ
ク
ロ
エ
レ
ク
ト
ロ
ニ
ク
ス
（
Ｍ
Ｅ
）
化
を
図
る
一
方

で
、
非
正
規
雇
用
の
活
用
と
正
規
雇
用
に
お
け
る
長
時
間
・
過
密
労
働
を
結
合

さ
せ
て
集
中
豪
雨
的
輸
出
を
行
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
異
常
な
輸
出
依
存
は
、
相

手
国
、
と
く
に
ア
メ
リ
カ
と
の
貿
易
摩
擦
を
も
た
ら
し
、
ド
ル
不
安
へ
の
対
応

と
し
て
先
進
諸
国
に
よ
る
円
高
誘
導
が
行
わ
れ
た
。
円
高
の
進
行
は
輸
出
の
困

難
を
も
た
ら
し
、
大
企
業
は
更
な
る
合
理
化
努
力
を
行
い
、
輸
出
依
存
の
継
続

を
図
っ
た
。
こ
う
し
て
、「
悪
魔
の
サ
イ
ク
ル
」
と
呼
ば
れ
る
「
輸
出
拡
大→

貿
易
摩
擦→

円
高→

輸
出
困
難→

合
理
化→

輸
出
回
復→

新
た
な
貿
易
摩
擦
」

と
い
う
悪
循
環
の
構
図
が
完
成
し
た
。
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こ
の
よ
う
な
悪
循
環
は
、
バ
ブ
ル
崩
壊
後
の
不
況
か
ら
の
脱
出
過
程
に
お
い

て
繰
り
返
さ
れ
た
。
九
四
年
以
降
、
円
高
が
急
速
に
進
行
し
、
九
五
年
四
月
に

は
一
ド
ル＝
七
九
円
の
水
準
に
至
っ
た
。
日
本
の
政
府
・
財
界
は
、
国
際
競
争

力
の
回
復
と
経
常
収
支
の
黒
字
の
縮
小
を
同
時
に
達
成
す
る
た
め
、
日
本
経
済

の
「
高
コ
ス
ト
構
造
」
を
問
題
と
し
た
の
で
あ
る
。
農
業
、
流
通
業
、
金
融

業
、
運
輸
業
な
ど
の
非
貿
易
財
部
門
が
非
効
率
の
対
象
と
さ
れ
、
規
制
緩
和
に

よ
る
国
内
市
場
の
開
放
（
輸
入
増
加
）、
競
争
市
場
化
が
め
ざ
さ
れ
た
が
、
労

働
市
場
と
の
関
連
で
は
、
雇
用
の
弾
力
化
（
人
員
削
減
、
採
用
抑
制
、
非
正

規
・
不
安
定
雇
用
の
拡
大
な
ど
）
や
賃
金
抑
制
の
強
化
が
主
張
さ
れ
た
。

九
〇
年
代
後
半
か
ら
二
〇
〇
〇
年
代
初
頭
に
か
け
て
、
日
本
企
業
は
、
主
要

な
生
産
部
門
を
国
内
に
残
し
な
が
ら
、
中
国
を
中
心
と
す
る
ア
ジ
ア
諸
国
へ
の

進
出
を
強
化
し
た
。
そ
の
結
果
、
国
内
の
雇
用
が
失
わ
れ
、
産
業
の
空
洞
化
が

進
む
と
と
も
に
、
日
本
企
業
の
グ
ロ
ー
バ
ル
競
争
へ
の
本
格
的
参
入
と
ア
ジ
ア

製
品
の
国
内
流
入
に
よ
っ
て
価
格
が
安
く
な
り
、
低
コ
ス
ト
化
と
労
働
条
件
の

引
き
下
げ
圧
力
が
強
ま
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
れ
は
、
顕
在
的
・
潜
在
的
失
業

者
の
増
大
、
低
賃
金
で
細
切
れ
の
短
期
雇
用
で
あ
る
非
正
規
雇
用
を
増
大
さ

せ
、
正
規
雇
用
に
お
け
る
働
き
す
ぎ
を
強
め
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

�

労
働
分
野
の
規
制
緩
和
の
展
開

労
働
者
派
遣
法
を
中
心
に

以
上
の
よ
う
な
流
れ
の
な
か
で
、
労
働
分
野
の
規
制
緩
和
は
ワ
ー
キ
ン
グ
プ

ア
と
非
正
規
雇
用
の
増
大
に
と
く
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
。
規
制
緩
和
の

流
れ
は
、
八
〇
年
代
初
頭
の
「
臨
調
行
革
」
路
線
に
始
ま
り
、
九
〇
年
代
半
ば

以
降
に
本
格
的
に
推
進
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
と
く
に
〇
一
年
以
降
の
「
小

泉
構
造
改
革
」
で
徹
底
さ
れ
、
今
日
に
至
っ
て
い
る
。
構
造
改
革
は
、
長
期
不

況
と
グ
ロ
ー
バ
ル
化
へ
の
対
応
と
し
て
、「
高
コ
ス
ト
構
造
の
是
正
」
と
「
経

済
運
営
の
効
率
化
」
に
よ
る
国
際
競
争
力
の
回
復
を
め
ざ
す
も
の
で
あ
っ
た

が
、
そ
の
具
体
的
手
段
は
「
規
制
の
緩
和
・
撤
廃
（
規
制
改
革
）」、「
官
か
ら

民
へ
」
な
ど
の
「
小
さ
な
政
府
」
の
追
求
、
国
家
責
任
の
後
退
と
自
己
責
任
の

強
調
で
あ
っ
た
。
以
上
の
よ
う
な
構
造
改
革
の
考
え
方
か
ら
み
れ
ば
、
賃
金
と

労
働
時
間
、
雇
用
に
対
す
る
社
会
政
策
の
存
在
は
「
契
約
の
自
由
」
を
修
正
す

る
公
的
規
制
で
あ
り
、
そ
の
撤
廃
が
問
題
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

労
働
分
野
の
規
制
緩
和
と
し
て
は
、
直
接
雇
用
の
原
則
の
緩
和
、
間
接
雇
用

の
容
認
が
そ
の
中
心
で
あ
る
。
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
五
二
年
の
職
業
安
定
法

施
行
規
則
改
正
で
業
務
請
負
が
緩
和
さ
れ
、
社
外
工
制
度
が
復
活
す
る
に
至
る

が
、
重
要
な
の
は
八
五
年
の
労
働
者
派
遣
法
の
制
定
で
あ
る
。

労
働
者
派
遣
法
は
、
五
〇
年
代
か
ら
六
〇
年
代
に
か
け
て
の
社
外
工
制
度
の

容
認
と
復
活
、
七
〇
年
代
に
お
け
る
そ
の
事
務
部
門
へ
の
拡
大
を
背
景
と
し
、

そ
の
現
実
を
追
認
す
る
な
か
で
制
定
さ
れ
た
。
こ
の
法
律
は
、
専
門
的
業
務
お

よ
び
特
別
の
雇
用
管
理
を
必
要
と
す
る
一
三
業
務
（
ビ
ル
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
等
）

に
限
定
し
て
派
遣
労
働
を
認
め
た
。
派
遣
可
能
な
業
務
は
三
ヵ
月
後
に
一
六
業

務
ま
で
、
さ
ら
に
九
六
年
に
は
二
六
業
務
ま
で
拡
大
さ
れ
た
も
の
の
、
派
遣
可

能
な
業
務
を
政
令
で
定
め
る
と
い
う
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
リ
ス
ト
方
式
は
、
九
九
年
の

派
遣
法
改
正
ま
で
維
持
さ
れ
た
。

し
か
し
、
九
九
年
の
労
働
者
派
遣
法
改
正
で
は
、
こ
の
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
リ
ス
ト

方
式
が
転
換
さ
れ
、
労
働
者
派
遣
事
業
は
原
則
自
由
化
、
派
遣
が
で
き
な
い
業

務
を
定
め
る
と
い
う
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
リ
ス
ト
方
式
が
採
用
さ
れ
た
。
こ
れ
は
直
接

雇
用
の
原
則
を
軸
と
す
る
雇
用
の
あ
り
方
の
大
転
換
で
あ
り
、
専
門
職
に
限
定

し
て
認
め
て
い
た
労
働
者
派
遣
事
業
を
、
基
本
的
に
す
べ
て
の
業
種
で
認
め
る

と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
厚
生
労
働
省
は
、
派
遣
元
が
派
遣
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労
働
者
に
就
業
条
件
を
明
示
す
る
際
、
メ
ー
ル
に
よ
る
方
法
を
容
認
し
た
（
労

働
者
派
遣
法
施
行
規
則
第
二
五
条
）。
こ
れ
に
よ
っ
て
日
雇
い
派
遣
が
普
及
す

る
条
件
が
与
え
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
日
雇
い
派
遣
が
放
置
さ
れ
増
大
し
て
い

る
現
実
は
、
労
働
者
供
給
事
業
が
実
態
的
に
容
認
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
し

て
い
る
。

労
働
者
派
遣
法
は
〇
三
年
に
改
正
さ
れ
、
〇
四
年
三
月
よ
り
製
造
業
ラ
イ
ン

で
の
派
遣
労
働
が
解
禁
さ
れ
た
。
そ
れ
ま
で
業
務
請
負
形
式
で
請
負
労
働
者
を

指
揮
監
督
し
て
い
た
ユ
ー
ザ
ー
企
業
は
、
こ
の
よ
う
な
労
働
者
の
使
用
が
「
偽

装
請
負
」
で
あ
る
と
の
批
判
を
恐
れ
、
〇
六
年
頃
よ
り
派
遣
労
働
へ
の
切
り
替

え
の
動
き
を
強
め
た
。
派
遣
可
能
期
間
は
当
初
一
年
で
あ
っ
た
が
、
〇
七
年
三

月
よ
り
最
長
三
年
に
延
長
さ
れ
た
。
こ
の
期
間
満
了
後
に
当
該
業
務
が
継
続
す

る
場
合
、
派
遣
先
に
は
派
遣
労
働
者
に
対
す
る
直
接
雇
用
申
し
入
れ
義
務
が
生

じ
る
た
め
、
ユ
ー
ザ
ー
企
業
の
対
応
に
注
目
が
集
ま
っ
た
。
い
わ
ゆ
る
派
遣
労

働
に
お
け
る
「
二
〇
〇
九
年
問
題
」
で
あ
る
。

し
か
し
、
〇
八
年
秋
の
「
リ
ー
マ
ン
・
シ
ョ
ッ
ク
」
に
よ
る
金
融
危
機
・
経

済
危
機
以
降
、
期
間
満
了
以
前
の
「
派
遣
切
り
」
が
急
速
に
拡
大
し
た
。
派
遣

先
で
あ
る
ユ
ー
ザ
ー
企
業
は
雇
用
責
任
は
な
い
と
し
、
労
働
者
派
遣
の
雇
用
調

整
サ
ー
ビ
ス
を
フ
ル
に
活
用
し
た
の
で
あ
っ
た
。

３

日
本
に
お
け
る
社
会
保
障
制
度
の
貧
困
と

「
底
抜
け
」
状
態

�

日
本
の
社
会
保
障
の
貧
困
さ

ワ
ー
キ
ン
グ
プ
ア
増
大
の
直
接
の
原
因
は
、
以
上
に
み
て
き
た
よ
う
な
正
規

雇
用
の
削
減
、
失
業
お
よ
び
非
正
規
雇
用
の
増
大
、
さ
ら
に
は
賃
金
の
低
下
で

あ
る
。
こ
れ
ら
は
日
本
型
雇
用
の
解
体
の
結
果
で
あ
り
、
日
本
の
雇
用
政
策
、

と
く
に
労
働
の
規
制
緩
和
は
そ
れ
を
支
援
し
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
れ
の
み
で

ワ
ー
キ
ン
グ
プ
ア
増
大
の
す
べ
て
を
説
明
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。

日
本
に
お
い
て
は
、
雇
用
の
不
安
定
化
や
賃
金
収
入
の
低
下
が
ワ
ー
キ
ン
グ

プ
ア
の
増
大
に
直
結
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
日
本
の
社
会
保
障
が
最
低
生
活
保

障
機
能
を
果
た
す
も
の
で
な
か
っ
た
こ
と
、
さ
ら
に
近
年
、
社
会
保
障
の
「
底

抜
け
状
態
」と
も
い
う
べ
き
事
態
が
生
じ
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
起
因
し
て
い
る
。

第
一
に
、
日
本
で
は
生
活
費
を
社
会
的
に
軽
減
す
る
制
度
、
生
活
を
下
支
え

す
る
無
料
・
低
額
の
社
会
サ
ー
ビ
ス
な
ど
が
き
わ
め
て
少
な
い
。
こ
の
結
果
、

日
本
の
勤
労
世
帯
は
生
活
を
賃
金
に
よ
っ
て
の
み
支
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

具
体
的
に
は
、
児
童
手
当
・
育
児
休
業
手
当
・
保
育
サ
ー
ビ
ス
な
ど
の
公
的
な

家
族
支
出
の
貧
困
さ
、
教
育
の
受
益
者
負
担
の
重
さ
、
公
営
住
宅
の
比
重
の
少

な
さ
と
住
宅
補
助
の
貧
困
さ
、
大
都
市
部
の
地
価
の
高
さ
な
ど
が
生
活
に
必
要

な
最
低
限
度
の
費
用
を
高
額
に
し
て
お
り
、
勤
労
世
帯
に
お
け
る
賃
金
低
下

は
、
そ
の
ま
ま
貧
困
へ
の
転
落
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。

第
二
に
、
日
本
の
社
会
保
障
制
度
の
最
低
生
活
保
障
機
能
に
は
、
重
大
な
欠

陥
が
含
ま
れ
て
い
る
。
社
会
保
障
制
度
の
中
核
は
社
会
保
険
で
あ
り
、
世
帯
主

が
失
業
し
た
場
合
に
ま
ず
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
と
な
る
の
が
雇
用
保
険
で
あ
る

が
、
そ
の
最
低
生
活
保
障
機
能
は
非
常
に
脆
弱
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
雇
用

保
険
の
受
給
率
（
受
給
実
人
員
／
完
全
失
業
者
）
は
八
二
年
に
五
九
・
五
％
で

あ
っ
た
が
、
〇
六
年
に
は
二
一
・
六
％
、
完
全
失
業
者
の
五
人
に
一
人
し
か
受

給
し
て
い
な
い
。

ま
た
、
国
民
健
康
保
険
制
度
は
国
民
の
四
割
を
カ
バ
ー
し
、
相
当
数
の
非
正

規
・
低
賃
金
労
働
者
が
加
入
し
て
い
る
が
、
こ
の
制
度
に
は
傷
病
手
当
や
出
産

62



手
当
が
な
い
た
め
、
単
身
の
非
正
規
・
低
賃
金
労
働
者
が
長
期
の
病
気
に
な
っ

た
り
妊
娠
し
た
り
し
た
場
合
、
た
ち
ま
ち
経
済
的
困
難
に
陥
る
こ
と
に
な
る
。

国
民
健
康
保
険
は
低
所
得
者
の
長
期
の
病
気
や
出
産
に
対
し
て
も
、
そ
の
生
活

を
支
え
る
も
の
と
は
な
っ
て
い
な
い
。

さ
ら
に
い
え
ば
、
国
保
加
入
者
の
う
ち
三
割
は
高
齢
者
で
、
無
職
者
の
割
合

も
半
数
を
超
え
て
い
る
。
給
付
増
、
保
険
料
収
入
の
伸
び
悩
み
、
自
治
体
財
政

赤
字
の
増
加
な
ど
の
構
造
的
危
機
が
生
じ
て
お
り
、
そ
の
結
果
、
保
険
料
長
期

滞
納
者
か
ら
の
保
険
証
の
取
り
上
げ
、
生
活
保
護
基
準
以
下
の
収
入
し
か
な
い

者
か
ら
の
保
険
料
徴
収
な
ど
が
生
じ
、
問
題
化
し
て
（
３１
）

い
る
。

第
三
に
、
日
本
の
最
低
賃
金
制
度
は
、
フ
ル
タ
イ
ム
就
業
で
あ
っ
て
も
単
身

者
世
帯
の
最
低
生
活
費
に
及
ば
ず
、
生
計
費
原
則
を
無
視
し
た
も
の
で
あ
る
。

日
本
の
最
低
賃
金
制
は
五
九
年
に
成
立
し
た
が
、
そ
こ
で
想
定
さ
れ
た
最
低
賃

金
額
は
中
小
企
業
の
支
払
い
能
力
と
賃
金
相
場
を
基
準
に
「
業
者
間
協
定
」
に

よ
っ
て
決
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
実
際
は
中
小
企
業
に
就
職
す
る
中
卒
女
子

の
初
任
給
に
対
す
る
業
種
ご
と
の
賃
金
規
制
で
あ
っ
た
。

七
〇
年
代
に
入
り
、
最
低
賃
金
の
決
定
は
「
業
者
間
協
定
」
か
ら
「
審
議
会

方
式
」
に
変
わ
り
、
都
道
府
県
別
の
地
域
最
低
賃
金
が
決
め
ら
れ
る
こ
と
と
な

る
が
、
そ
の
額
は
「
労
働
市
場
の
相
場
賃
金
と
密
接
に
関
連
し
た
実
行
性
あ
る

最
低
賃
金
」（
七
〇
年
「
中
央
最
賃
審
議
会
答
申
」）
と
さ
れ
、
生
計
費
原
則
は

否
定
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
っ
た
。

さ
ら
に
、
七
〇
年
代
末
に
な
る
と
大
都
市
部
の
最
低
賃
金
額
で
フ
ル
タ
イ
ム

働
い
て
得
た
額
面
の
賃
金
収
入

租
税
と
社
会
保
険
料
を
負
担
す
る
以
前
の

額

が
、
一
八
歳
単
身
者
の
生
活
保
護
基
準
月
額
を
下
回
る
よ
う
に
な
っ

た
。
こ
れ
は
「
労
働
市
場
の
相
場
賃
金
」
が
主
婦
パ
ー
ト
や
学
生
ア
ル
バ
イ
ト

の
賃
金
額
を
目
安
と
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
の
現
れ
で
あ
る
。
主
婦
パ
ー
ト

や
学
生
ア
ル
バ
イ
ト
の
賃
金
は
、
そ
れ
だ
け
で
生
計
費
を
満
た
す
も
の
で
は
な

い
。
そ
れ
は
日
本
型
雇
用
で
処
遇
さ
れ
る
男
性
世
帯
主
の
賃
金
収
入
を
補
助
す

る
も
の
で
し
か
な
く
、
こ
の
額
を
前
提
に
フ
ル
タ
イ
ム
働
い
た
と
し
て
も
得
ら

れ
る
額
は
生
活
保
護
基
準
月
額
に
到
達
し
な
い
の
は
当
然
で
あ
る
。
こ
の
間
に

増
加
し
た
非
正
規
雇
用
の
七
割
は
フ
ル
タ
イ
ム
比
率
の
高
い
派
遣
、
嘱
託
、
契

約
な
ど
の
雇
用
形
態
だ
が
、
彼
ら
は
最
低
賃
金
額
の
低
さ
に
規
定
さ
れ
、
そ
れ

を
わ
ず
か
に
上
回
る
時
給
で
働
い
て
い
る
。
彼
ら
が
自
分
の
賃
金
の
み
で
生
活

を
維
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
の
増
加
は
ワ
ー
キ
ン
グ
プ
ア
の

増
加
に
直
結
す
る
の
で
あ
る
。

第
四
に
、
最
後
の
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
と
い
わ
れ
る
生
活
保
護
の
問
題
で
あ

る
。
生
活
保
護
世
帯
の
多
く
は
高
齢
者
世
帯
、
傷
病
者
・
障
害
者
世
帯
、
母
子

世
帯
で
、
勤
労
能
力
が
あ
る
男
性
が
い
る
世
帯
に
つ
い
て
は
生
活
保
護
の
適
用

か
ら
排
除
さ
れ
て
い
る
。
稼
働
年
齢
に
あ
る
者
、
勤
労
能
力
が
あ
る
者
が
生
活

保
護
の
受
給
申
請
を
行
お
う
と
し
て
も
、
職
員
は
「
相
談
」
で
あ
る
と
し
、
申

請
書
さ
え
渡
さ
な
い
と
い
う
制
度
運
営
が
問
題
と
な
っ
た
。「
水
際
作
戦
」
と

称
さ
れ
た
福
祉
事
務
所
の
窓
口
対
応
で
あ
る
。「
最
後
の
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ

ト
」
で
あ
る
は
ず
の
生
活
保
護
制
度
に
お
い
て
さ
え
、
勤
労
世
帯
に
と
っ
て
は

セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
た
り
え
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
ワ
ー
キ
ン
グ
プ
ア
世
帯
の

推
計
に
照
ら
し
て
み
れ
ば
、
本
来
、
生
活
保
護
に
よ
っ
て
対
応
す
べ
き
世
帯
の

ほ
と
ん
ど
が
生
活
保
護
を
適
用
さ
れ
て
い
な
い
。
生
活
保
護
基
準
以
下
で
暮
ら

す
人
た
ち
の
う
ち
ど
れ
だ
け
の
人
が
保
護
を
受
け
て
い
る
か
を
示
す
捕
捉
率

は
、
一
五
〜
二
〇
％
に
と
ど
ま
る
と
さ
れ
て
い
る
。

以
上
、
日
本
の
社
会
保
障
制
度
は
、
勤
労
者
の
貧
困
を
防
ぎ
、
貧
困
か
ら
救

出
す
る
最
低
生
活
保
障
機
能
を
果
た
し
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
湯
浅

誠
は
、「
う
っ
か
り
足
を
滑
ら
せ
た
ら
、
ど
こ
に
も
引
っ
か
か
る
こ
と
な
く
、
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最
後
ま
で
滑
り
落
ち
て
し
ま
う
」
社
会
、
す
な
わ
ち
「
す
べ
り
台
社
会
」
に
な

り
つ
つ
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
そ
れ
を
表
し
た
の
が
巻
頭
色
刷
り
第
８
図
で

あ
る
。

�

日
本
に
お
け
る
社
会
保
障
の
歴
史
的
展
開

日
本
に
お
い
て
は
な
ぜ
、
社
会
保
障
に
お
け
る
最
低
生
活
保
障
機
能
が
弱
い

の
で
あ
ろ
う
か
。
結
論
的
に
い
え
ば
、
社
会
保
障
の
確
立
と
展
開
の
過
程
に
お

け
る
日
本
的
特
徴
が
最
低
生
活
保
障
機
能
の
弱
さ
を
規
定
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
こ
こ
で
は
、
社
会
保
障
制
度
の
背
景
と
な
っ
た
政
府
の
考
え
方
を
み
て
お

き
た
い
。

先
進
国
に
お
け
る
社
会
保
障
制
度
は
、「
生
存
権
」
の
保
障
を
法
的
理
念
と

し
、
集
団
的
な
自
助
で
あ
る
共
済
制
度
を
超
え
た
「
社
会
保
険
」
を
中
核
に
、

公
的
扶
助
（
生
活
保
護
）
を
そ
な
え
た
も
の
と
し
て
、
第
二
次
大
戦
後
に
普
及

し
た
。
日
本
に
お
い
て
も
、
日
本
国
憲
法
第
二
五
条
に
生
存
権
の
規
定
が
盛
り

込
ま
れ
、
戦
争
の
影
響
で
生
活
困
窮
に
陥
っ
た
国
民
に
対
し
て
直
接
に
対
応
す

る
こ
と
を
出
発
点
と
し
て
制
度
整
備
が
開
始
さ
れ
た
。
戦
前
・
戦
中
に
ス
タ
ー

ト
し
た
医
療
保
険
制
度
と
年
金
制
度
に
つ
い
て
も
、
五
〇
年
代
か
ら
再
編
・
再

生
さ
れ
、
高
度
成
長
が
始
ま
っ
た
後
、
社
会
保
障
の
体
系
的
整
備
が
ひ
と
段
落

す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

五
〇
年
代
後
半
か
ら
六
〇
年
代
前
半
ま
で
、
政
府
・
厚
生
省
は
社
会
保
障
制

度
の
整
備
を
行
っ
て
き
た
が
、
そ
の
背
景
に
は
政
府
の
な
か
で
の
社
会
保
障
に

つ
い
て
の
考
え
方
が
存
在
し
た
。
第
一
に
、
社
会
保
障
は
、「
二
重
構
造
」
を

前
提
と
し
た
経
済
成
長
に
よ
っ
て
生
じ
る
社
会
的
緊
張
へ
の
対
応
と
い
う
認
識

が
あ
っ
た
。
家
族
従
業
員
の
著
し
い
多
さ
、
雇
用
人
口
比
率
の
少
な
さ
、
小
零

細
企
業
数
の
多
さ
、
企
業
規
模
間
賃
金
格
差
の
激
し
さ
な
ど
を
原
因
と
す
る

「
不
安
定
就
業
」
問
題
の
放
置
は
社
会
的
緊
張
の
高
ま
り
に
つ
な
が
り
、
放
置

で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
（
３２
）

あ
る
。

第
二
に
、
以
上
の
よ
う
な
二
重
構
造
の
問
題
、
す
な
わ
ち
日
本
型
雇
用
の
年

功
制
賃
金
、
長
期
雇
用
、
退
職
金
制
度
と
そ
の
対
極
に
あ
る
低
所
得
者
問
題

は
、「
日
本
社
会
の
後
進
性
」
の
問
題
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
た
。
現
役
勤
労

者
に
対
す
る
最
低
生
活
保
障
も
こ
の
よ
う
な
脈
絡
で
理
解
さ
れ
て
お
り
、
近
代

化
が
達
成
さ
れ
た
市
場
経
済
に
も
と
づ
く
社
会
で
は
、
そ
れ
ら
は
必
要
な
い
と

い
う
考
え
へ
と
つ
な
が
っ
た
。

第
三
に
、
労
働
市
場
の
あ
る
べ
き
姿
と
し
て
は
、
相
当
額
の
社
会
的
手
当
に

支
え
ら
れ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
型
の
「
職
種
別
労
働
市
場
」
が
想
定
さ
れ
て
お
り
、

日
本
型
雇
用
は
こ
の
よ
う
な
職
種
別
労
働
市
場
を
妨
げ
る
後
進
的
な
も
の
と
理

解
さ
れ
た
。
児
童
手
当
な
ど
は
、
本
来
的
に
は
社
会
保
障
で
対
応
す
べ
き
も
の

で
あ
る
が
、
年
功
制
賃
金
に
よ
っ
て
代
位
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
部
分
を
社
会
保

障
と
し
て
純
化
し
て
と
り
だ
す
こ
と
が
近
代
化＝

職
種
別
労
働
市
場
の
形
成
に

寄
与
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
（
３３
）

っ
た
。

六
〇
年
代
初
め
は
、
以
上
の
よ
う
な
政
府
の
認
識
を
基
礎
に
、
勤
労
世
帯
の

貧
困
に
対
応
す
る
た
め
の
生
活
保
護
制
度
の
充
実
が
図
ら
れ
た
。
生
活
保
護
の

モ
デ
ル
世
帯
が
男
性
日
雇
労
働
者
を
世
帯
主
と
す
る
も
の
に
変
わ
り
、
貧
困
基

準
に
つ
い
て
も
エ
ン
ゲ
ル
係
数
方
式
が
採
用
さ
れ
た
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な

状
況
は
長
く
続
か
ず
、
六
四
年
に
は
保
護
率
が
上
昇
し
て
い
た
地
域
（
炭
鉱
閉

山
の
影
響
を
受
け
た
福
岡
、
北
海
道
な
ど
）
で
も
、
そ
の
低
下
が
見
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
。
厚
生
省
に
よ
る
生
活
保
護
受
給
の
引
き
締
め
、
い
わ
ゆ
る
「
第

二
次
適
正
化
」
の
結
果
で
あ
る
。
こ
の
第
二
次
適
正
化
は
、
直
接
に
は
生
活
保

護
「
濫
給
」
へ
の
批
判
と
福
祉
事
務
所
窓
口
に
お
け
る
混
乱
を
背
景
と
す
る
も

の
で
あ
っ
た
が
、
そ
こ
で
め
ざ
さ
れ
た
の
は
、
稼
働
能
力
者
世
帯
の
排
除
に
よ
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る
保
護
率
上
昇
の
阻
止
で
あ
る
。
こ
の
第
二
次
適
正
化
に
お
い
て
、
厚
生
省

は
、
生
活
保
護
の
強
力
な
運
動
団
体
で
あ
っ
た
「
全
日
自
労
」「
生
活
と
健
康

を
守
る
会
」
を
制
圧
し
、
稼
働
能
力
世
帯
の
生
活
保
護
か
ら
の
排
除
に
成
功
し

た
が
、
こ
の
こ
と
は
そ
れ
ま
で
の
社
会
的
緊
張
の
緩
和
と
「
二
重
構
造
」
の
解

消
を
社
会
保
障
に
求
め
る
と
い
う
志
向
の
転
換
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
れ
以
降
、
生
活
保
護
の
対
象
は
、
高
齢
者
、
障
害
者
、
病
弱
者
、
寡
婦
な

ど
労
働
稼
働
能
力
の
な
い
世
帯
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
六
〇
年
代
後
半

か
ら
は
、
高
度
成
長
の
持
続
が
二
重
構
造
を
解
消
に
向
か
わ
せ
て
い
る
と
の
認

識
が
広
が
る
な
か
、
勤
労
貧
困
世
帯
へ
の
配
慮
は
消
失
し
た
と
い
っ
て
よ
い
。

七
〇
年
代
初
頭
に
は
、
勤
労
貧
困
層
の
救
済
は
労
働
力
流
動
化
政
策
で
対
応
す

る
、
生
活
保
護
の
対
象
は
稼
働
能
力
を
失
っ
た
世
帯
に
極
力
限
定
す
る
と
い
う

意
識
転
換
が
生
じ
、
そ
の
よ
う
な
制
度
運
用
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ

し
て
、
こ
の
こ
と
は
社
会
保
障
全
般
に
拡
大
さ
れ
、
社
会
保
障
そ
の
も
の
が
一

時
的
あ
る
い
は
恒
久
的
な
勤
労
不
能
者
（
世
帯
）
を
主
た
る
対
象
と
す
る
も

の
、
と
い
う
よ
う
な
理
念
上
の
転
換
が
生
じ
た
の
で
あ
る
。

七
〇
年
代
初
頭
、
そ
れ
ま
で
日
本
社
会
の
後
進
性
の
現
れ
と
し
て
そ
の
克
服

が
課
題
と
な
っ
て
い
た
日
本
型
雇
用
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
肯
定
的
に
受
け
止
め

る
認
識
が
一
般
化
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
政
府
は
大
企
業
を
中
心
と
す
る
産
業

基
盤
の
形
成
と
企
業
の
資
本
蓄
積
を
支
援
す
る
方
向
に
資
源
を
集
中
し
、
国
民

生
活
は
成
長
す
る
企
業
に
お
け
る
日
本
型
雇
用
に
よ
っ
て
そ
の
安
定
化
を
図
ら

れ
た
。
そ
の
結
果
、
公
共
事
業
へ
の
財
政
支
出
は
社
会
保
障
へ
の
そ
れ
を
大
幅

に
上
回
り
つ
づ
け
る
と
い
う
事
態
が
続
い
た
。

社
会
保
障
の
対
象
は
一
時
的
・
恒
久
的
な
勤
労
不
能
者
に
限
定
さ
れ
、
そ
れ

以
外
は
日
本
型
雇
用
で
対
応
す
る
。
こ
れ
ら
の
外
側
に
存
在
す
る
自
営
業
者
な

ど
に
つ
い
て
は
補
助
金
と
輸
入
規
制
な
ど
の
保
護
主
義
で
対
応
す
る
。
こ
う
し

た
構
造
が
高
度
成
長
期
後
半
に
定
着
し
、
賃
金
依
存
が
高
く
、
社
会
保
険
の
最

低
生
活
保
障
機
能
が
脆
弱
で
、
最
低
賃
金
が
生
活
の
下
支
え
に
な
ら
ず
、
生
活

保
護
制
度
か
ら
は
勤
労
世
帯
は
排
除
さ
れ
る
と
い
う
構
造
が
形
成
さ
れ
た
。

八
〇
年
代
の
「
臨
調
行
革
」
は
、
こ
の
よ
う
な
枠
組
み
の
な
か
で
さ
え
増
大

し
た
社
会
保
障
費
の
伸
び
を
抑
え
込
み
、
九
〇
年
代
後
半
か
ら
の
構
造
改
革

は
、
社
会
保
障
制
度
が
脆
弱
で
あ
る
下
で
も
国
民
の
生
活
を
可
能
に
し
た
条
件

を
崩
壊
さ
せ
、
脆
弱
な
社
会
保
障
制
度
の
「
底
抜
け
状
態
」
を
さ
ら
に
徹
底
す

る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
非
正
規
雇
用
の
増
大
が
そ
の
ま

ま
ワ
ー
キ
ン
グ
プ
ア
の
増
大
に
直
結
す
る
の
は
必
然
的
で
あ
っ
た
。

む
す
び
に
代
え
て

〇
八
年
秋
以
降
、「
リ
ー
マ
ン
・
シ
ョ
ッ
ク
」
で
一
気
に
顕
在
化
し
た
サ
ブ

プ
ラ
イ
ム
問
題
は
「
金
融
恐
慌
」
へ
と
転
化
し
、
経
済
不
況
と
し
て
世
界
を
駆

け
巡
っ
た
。
日
本
に
お
い
て
は
「
派
遣
切
り
」
と
呼
ば
れ
る
非
正
規
雇
用
の
雇

い
止
め
が
急
速
に
進
み
、
正
規
雇
用
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
始
め
て
い
る
。

そ
の
よ
う
な
な
か
〇
八
年
の
年
末
か
ら
〇
九
年
の
年
始
に
か
け
て
、
東
京
の

日
比
谷
公
園
に
「
派
遣
村
」
が
開
設
さ
れ
た
。「
派
遣
切
り
」
で
住
居
を
失
っ

た
人
々
、
路
上
で
生
活
す
る
人
々
な
ど
約
五
〇
〇
人
が
集
ま
り
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
の
弁
護
士
な
ど
が
生
活
相
談
に
の
り
、
炊
き
出
し
が
行
わ
れ
、
生
活
保
護
の

受
給
申
請
が
行
わ
れ
た
。
派
遣
村
の
主
要
な
課
題
の
ひ
と
つ
は
、「
住
む
場
所

の
確
保
」
で
あ
っ
た
。

派
遣
村
の
出
来
事
は
、
非
正
規
の
拡
大
と
社
会
保
障
の
「
底
抜
け
」
状
態
を

象
徴
的
に
表
し
て
い
る
。
非
正
規
雇
用
で
働
く
人
々
は
、
そ
れ
そ
の
も
の
が
ワ

ー
キ
ン
グ
プ
ア
で
あ
り
、
ギ
リ
ギ
リ
の
状
況
に
あ
る
。
そ
し
て
、
い
っ
た
ん
雇
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用
調
整
の
対
象
と
な
る
や
い
な
や
、
寮
付
き
の
仕
事
を
失
い
、
所
持
金
も
な

く
、
わ
ず
か
な
社
会
保
障
に
も
ア
ク
セ
ス
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。

こ
の
よ
う
な
事
態
に
対
し
て
、
派
遣
村
で
は
「
す
べ
り
台
社
会
」
に
「
階

段
」
を
付
け
る
緊
急
的
提
案
と
し
て
、「
シ
ェ
ル
タ
ー
＋
総
合
相
談
」「
緊
急
小

口
資
金
」「
生
活
保
護
」「
ア
パ
ー
ト
」
な
ど
具
体
的
な
提
案
か
ら
始
め
、「
Ｎ

Ｏ
と
い
え
る
労
働
者
」
の
力
に
よ
っ
て
政
策
・
制
度
要
求
を
行
っ
て
い
く
方
向

が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
、
現
場
レ
ベ
ル
で
の
問
題
解
決
に
向
け
た
提

案
と
と
も
に
、
日
本
の
労
働
市
場
を
ど
の
よ
う
な
も
の
に
す
る
か
、
そ
こ
で
の

労
働
者
の
権
利
、
労
働
組
合
の
あ
り
方
、
労
働
法
制
の
労
働
市
場
へ
の
規
制
の

程
度
を
ど
う
す
る
か
、
な
ど
が
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

社
会
保
障
の
「
底
抜
け
」
状
態
と
の
関
係
で
は
、
以
上
の
よ
う
な
労
働
市
場

で
想
定
さ
れ
る
労
働
者
像
を
前
提
に
、
社
会
保
障
制
度
は
い
か
な
る
も
の
で
あ

る
べ
き
か
が
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
貧
困
が
集
中
す
る
子
育
て
世
帯

へ
の
対
応
、
社
会
保
険
の
最
低
生
活
保
障
機
能
の
強
化
、「
最
後
の
セ
ー
フ
テ

ィ
ネ
ッ
ト
」
と
し
て
の
生
活
保
護
の
制
度
と
運
用
の
検
討
な
ど
が
必
要
で
あ

る
。
さ
ら
に
、
そ
れ
以
外
の
基
本
的
社
会
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
つ
い
て
も
、
そ

の
質
と
量
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
、
そ
れ
ら
を
供
給
す
る
財
政
の
在
り
方
、
国
と

地
方
の
分
担
、
そ
れ
ら
を
支
え
る
経
済
構
造
を
ど
の
よ
う
に
築
い
て
い
く
の

か
、
な
ど
に
つ
い
て
も
検
討
さ
れ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

ワ
ー
キ
ン
グ
プ
ア
と
非
正
規
雇
用
の
問
題
は
、
そ
れ
ら
に
直
接
的
に
ど
う
対

応
す
る
か
と
い
う
こ
と
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
今
後
の
日
本
社
会
の
あ
り
方
を
選

び
取
る
に
当
た
っ
て
の
基
本
的
な
課
題
を
提
起
す
る
問
題
な
の
で
あ
る
。

（
丹
下
晴
喜
）

【
注
】

（
１
）
「
日
経
テ
レ
コ
ン
２１
」
の
新
聞
記
事
検
索
で
「
ワ
ー
キ
ン
グ
プ
ア
」
と
い
う
言
葉
が

は
じ
め
て
現
れ
る
の
は
『
日
経
新
聞
』
八
八
年
一
二
月
一
三
日
付
に
お
い
て
で
あ
る
。

こ
の
記
事
で
は
「
米
国
経
済
の
再
活
性
化
」
を
掲
げ
た
レ
ー
ガ
ン
大
統
領
の
経
済
政
策

（
レ
ー
ガ
ノ
ミ
ッ
ク
ス
）
に
よ
っ
て
経
済
活
動
が
活
発
化
し
た
な
か
で
現
れ
た
「
新
し
い

問
題
」
と
し
て
、
ワ
ー
キ
ン
グ
プ
ア
の
増
大
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
言
葉
は
、
〇

六
年
以
前
に
は
い
く
つ
か
の
記
事
に
現
れ
た
の
み
で
あ
る
が
、
た
と
え
ば
『
朝
日
新

聞
』
で
は
、
〇
六
年
以
降
〇
八
年
末
ま
で
の
間
に
五
四
六
回
、
紙
上
に
現
れ
て
い
る
。

（
２
）
岩
井
浩
・
村
上
雅
俊
『
日
本
のW

orking
poor

の
計
測
―
就
業
構
造
調
査
リ
サ

ン
プ
リ
ン
グ
・
デ
ー
タ
の
利
用
』（
関
西
大
学
経
済
・
政
治
研
究
所
『
調
査
と
資
料
』
第

一
〇
三
号
、
二
〇
〇
七
年
）

（
３
）
岩
井
・
村
上
、
同
前
、
参
照
。

（
４
）
後
藤
道
夫
「
現
代
の
ワ
ー
キ
ン
グ
プ
ア
」『
ポ
リ
テ
ィ
ー
ク
』
№
一
〇
（
二
〇
〇
五

年
）
八
頁
。
な
お
、
貧
困
の
規
模
、
と
く
に
ワ
ー
キ
ン
グ
プ
ア
と
い
わ
れ
る
勤
労
貧
困

層
の
規
模
を
示
す
政
府
統
計
は
な
く
、
後
藤
の
定
義
と
推
計
は
現
代
の
ワ
ー
キ
ン
グ
プ

ア
の
把
握
に
と
っ
て
非
常
に
有
益
な
も
の
で
あ
る
。

（
５
）
後
藤
道
夫
「
格
差
社
会
と
た
た
か
う
―
構
造
改
革
の
実
像
と
日
本
の
未
来
」『
保
育

情
報
』
№
三
七
七
（
二
〇
〇
八
年
）
二
四
頁
、
参
照
。

（
６
）
ユ
ニ
セ
フ
「
先
進
諸
国
に
お
け
る
児
童
の
貧
困
二
〇
〇
五
」
で
推
計
さ
れ
た
児
童

貧
困
率
で
は
、
日
本
の
場
合
、
一
人
親
世
帯
の
子
の
貧
困
率
が
五
七
・
九
％
、
子
ど
も

全
体
で
の
貧
困
率
は
一
四
・
三
％
と
さ
れ
て
い
る
。

（
７
）
「
就
職
氷
河
期
」
と
い
わ
れ
る
の
は
バ
ブ
ル
崩
壊
後
の
九
三
年
か
ら
景
気
回
復
期
の

〇
五
年
ま
で
で
あ
る
が
、
九
九
年
以
降
の
就
職
難
を
と
く
に
「
就
職
超
氷
河
期
」
と
呼

ん
で
い
る
。
ま
た
、
こ
の
九
四
年
か
ら
約
一
〇
年
間
に
新
規
学
卒
市
場
で
就
職
活
動
を

行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
世
代
（
高
卒
の
場
合
は
七
五
年
生
ま
れ
以
降
、
大
卒
の

場
合
は
七
一
年
生
ま
れ
以
降
の
世
代
）
を
「
ロ
ス
ト
ジ
ェ
ネ
レ
ー
シ
ョ
ン
」
と
呼
ぶ

（
朝
日
新
聞
「
ロ
ス
ト
ジ
ェ
ネ
レ
ー
シ
ョ
ン
」
取
材
班
『
ロ
ス
ト
ジ
ェ
ネ
レ
ー
シ
ョ
ン
―

さ
ま
よ
う
二
〇
〇
〇
万
人
』〈
朝
日
新
聞
、
二
〇
〇
七
年
〉
を
参
照
）。

（
８
）
労
働
基
準
法
第
一
四
条
第
一
項
は
、「
労
働
契
約
は
、
期
間
の
定
め
の
な
い
も
の
を
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除
き
、
一
定
の
事
業
の
完
了
に
必
要
な
期
間
を
定
め
る
も
の
の
ほ
か
は
、
三
年
（
次
の

各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
労
働
契
約
に
あ
っ
て
は
、
五
年
）
を
超
え
る
期
間
に
つ

い
て
締
結
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
し
て
い
る
。
常
用
型
か
臨
時
型
か
の
区
別
を
法
的
に

み
れ
ば
、「
期
間
の
定
め
の
な
い
労
働
契
約
（
無
期
雇
用
）」＝

「
常
用
型
」、「
期
間
の

定
め
の
あ
る
労
働
契
約
（
有
期
雇
用
）」＝

「
臨
時
型
」
と
な
り
、
非
正
規
雇
用
は
形
式

的
に
は
ほ
ぼ
す
べ
て
有
期
雇
用
と
な
る
。
し
か
し
、
伝
統
的
な
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
は
、

事
実
上
、
ほ
ぼ
毎
年
自
動
的
に
契
約
更
新
さ
れ
、
典
型
的
な
「
常
用
型
」
と
な
っ
て
い

て
「
臨
時
型
」
と
は
言
え
な
い
側
面
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
熊
沢
は
非
正

規
の
分
類
を
行
っ
て
い
る
（
熊
沢
誠
『
格
差
社
会
ニ
ッ
ポ
ン
で
働
く
と
い
う
こ
と
』〈
岩

波
書
店
、
二
〇
〇
七
年
〉
一
〇
九
頁
を
参
照
）。

（
９
）
女
性
の
非
正
規
雇
用
化
率
は
男
性
を
は
る
か
に
超
え
て
お
り
、
そ
の
賃
金
水
準
は

ワ
ー
キ
ン
グ
プ
ア
が
問
題
と
な
る
前
か
ら
ワ
ー
キ
ン
グ
プ
ア
水
準
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ

ま
で
社
会
問
題
と
は
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
男
性
や
若
者
で
の
非
正
規
雇
用
化
率
が
上

昇
し
、
そ
の
賃
金
水
準
が
ワ
ー
キ
ン
グ
プ
ア
と
し
て
社
会
問
題
に
な
っ
た
こ
と
自
体

が
、
日
本
社
会
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
バ
イ
ア
ス
を
表
し
て
い
る
。

（
１０
）
厚
生
労
働
省
「
賃
金
構
造
基
本
調
査
」
に
よ
れ
ば
、
〇
六
年
の
女
性
パ
ー
ト
一
時

間
当
た
り
全
国
平
均
賃
金
は
九
三
七
円
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
年
間
二
〇
〇
万
円

の
収
入
を
得
る
に
は
二
一
三
四
時
間
働
く
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
一
日
八
時
間
勤

務
、
お
盆
と
正
月
の
休
み
な
し
で
月
二
二
〜
二
三
日
出
勤
と
い
う
労
働
時
間
で
あ
る
。

（
１１
）
熊
沢
誠
、
前
掲
書
、
一
一
四
〜
一
一
五
頁
。

（
１２
）
バ
イ
ク
便
と
雇
用
融
解
に
つ
い
て
は
、
阿
部
真
大
『
搾
取
さ
れ
る
若
者
た
ち
』（
集

英
社
、
二
〇
〇
六
年
）、
風
間
直
樹
『
雇
用
融
解
―
こ
れ
が
新
し
い
「
日
本
型
雇
用
」
な

の
か
』（
東
洋
経
済
新
報
社
、
二
〇
〇
七
年
）、
を
参
照
。

（
１３
）
労
働
者
派
遣
法
は
、
そ
の
第
二
条
第
一
号
で
、
労
働
者
派
遣
に
つ
い
て
「
自
己
の

雇
用
す
る
労
働
者
を
、
当
該
雇
用
関
係
の
下
に
、
か
つ
、
他
人
の
指
揮
命
令
を
受
け

て
、
当
該
他
人
の
た
め
に
労
働
に
従
事
さ
せ
る
こ
と
を
い
い
、
当
該
他
人
に
対
し
当
該

労
働
者
を
当
該
他
人
に
雇
用
さ
せ
る
こ
と
を
約
し
て
す
る
も
の
を
含
ま
な
い
も
の
と
す

る
」
と
し
て
い
る
。

（
１４
）
松
丸
和
夫
「
製
造
業
務
請
負
の
た
め
の
新
た
な
展
開
」
中
央
大
学
『
企
業
環
境
研

究
年
報
』
№
八
（
二
〇
〇
三
年
）
で
論
点
が
指
摘
さ
れ
、
伍
賀
一
道
「
意
見
・
総
務
省

『
事
業
所
・
企
業
統
計
調
査
』
を
め
ぐ
る
疑
問
―
『
間
接
雇
用
』
に
関
連
し
て
」『
経
済

統
計
学
会
労
働
統
計
研
究
部
会
報
』
№
一
（
二
〇
〇
七
年
）
で
検
討
さ
れ
て
い
る
。
こ

こ
で
は
伍
賀
の
業
績
か
ら
知
見
を
得
て
い
る
。

（
１５
）
派
遣
元
が
受
け
取
る
派
遣
料
金
は
、
派
遣
先
で
の
会
計
上
の
名
目
で
は
「
業
務
手

数
料
」
で
あ
る
。
業
務
手
数
料
は
課
税
仕
入
れ
に
な
る
の
で
、
人
件
費
と
は
ち
が
っ
て

消
費
税
の
対
象
に
は
な
ら
な
い
。
派
遣
先
は
相
当
な
金
額
の
消
費
税
を
節
約
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

（
１６
）
水
谷
謙
治
「
ア
メ
リ
カ
・
人
材
派
遣
業
の
研
究
（
続
・
完
）」『
立
教
経
済
学
研

究
』
第
四
七
巻
第
一
号
（
一
九
九
三
年
）
で
は
、
派
遣
会
社
と
ユ
ー
ザ
ー
企
業
で
取
引

さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
派
遣
会
社
と
顧
客
（
ユ
ー
ザ
ー

企
業
）
と
の
取
引
で
は
、
売
買
対
象
は
派
遣
会
社
が
購
入
し
た
ま
ま
の
労
働
力
商
品
で

は
な
い
。
売
買
対
象
に
な
る
の
は

や
や
機
械
的
で
形
式
的
な
表
現
を
す
れ
ば

派
遣
労
働
（
力
）
に
一
体
化
さ
れ
た
派
遣
会
社
の
サ
ー
ビ
ス
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ

ば
、
顧
客
は
、
労
働
者
の
募
集
・
選
別
・
調
査
・
訓
練
・
連
絡
・
調
整
・
管
理
な
ど
に

よ
っ
て
可
能
と
な
っ
たJust-In-T

im
e

に
よ
る
労
働
供
給
に
料
金
を
払
う
の
で
あ
る
。

こ
の
サ
ー
ビ
ス
は
、
労
働
力
又
は
時
間
決
め
に
よ
る
そ
の
提
供
と
分
離
で
き
な
い
」。
な

お
、
伍
賀
一
道
「
今
日
の
間
接
雇
用
を
め
ぐ
る
論
点
―
日
本
と
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
現

状
を
踏
ま
え
て
」『
東
京
経
大
学
会
誌
』
第
二
四
一
号
（
二
〇
〇
五
年
）
も
同
様
の
議
論

を
展
開
し
て
い
る
。

（
１７
）
厚
生
労
働
省
「
労
働
者
供
給
事
業
業
務
取
扱
要
領

第
一

労
働
者
供
給
事
業
の
意

義
等
」。

（
１８
）
伍
賀
一
道
「
現
代
日
本
の
間
接
雇
用
―
派
遣
労
働
・
業
務
請
負
を
中
心
に
」『
金
沢

大
学
経
済
学
部
論
集
』
第
二
六
巻
第
二
号
（
二
〇
〇
六
年
）
に
よ
る
。
伍
賀
は
、
以
上

を
「
雇
用
主
責
任
代
行
サ
ー
ビ
ス
の
商
品
化
」
の
容
認
で
あ
る
と
し
、「
こ
れ
ら
の
容
認

に
よ
っ
て
雇
用
関
係
と
指
揮
命
令
関
係
を
分
離
し
、
雇
用
主
責
任
を
供
給
先
（
す
な
わ

ち
派
遣
先
）
か
ら
免
除
し
た
。
換
言
す
れ
ば
、
労
働
者
派
遣
事
業
で
は
雇
用
主
責
任
に

代
行
サ
ー
ビ
ス
が
商
品
化
さ
れ
、
そ
れ
を
派
遣
先
は
派
遣
元
か
ら
購
入
す
る
仕
組
み
が

制
度
化
さ
れ
た
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
こ
れ
ら
の
こ
と
が
「
論
理
的
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整
合
的
に
成
立
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
」
と
し
、
そ
の
点
に
こ
そ
「
派
遣
労
働
を
め
ぐ
る

矛
盾
の
根
元
」
が
あ
る
と
し
て
い
る
。

（
１９
）
〇
三
年
の
派
遣
法
改
正
に
よ
っ
て
、
紹
介
予
定
派
遣
に
か
ぎ
っ
て
、
事
前
面
接
、

履
歴
書
選
考
、
派
遣
開
始
前
又
は
派
遣
期
間
中
に
お
け
る
求
人
条
件
明
示
、
派
遣
期
間

中
に
お
け
る
採
用
意
思
確
認
、
内
定
等
の
特
定
行
為
が
容
認
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

（
２０
）
派
遣
労
働
指
令
は
、
〇
二
年
に
原
案
が
提
出
さ
れ
て
以
降
、
六
年
に
及
ぶ
協
議
を

経
て
〇
八
年
一
〇
月
下
旬
に
成
立
し
た
も
の
で
、
労
働
時
間
、
時
間
外
労
働
、
休
憩
・

休
息
、
夜
間
勤
務
、
休
暇
・
祝
日
、
給
与
を
均
等
待
遇
の
範
囲
と
し
て
規
定
し
、
出

産
・
育
児
休
暇
の
取
得
、
正
規
従
業
員
の
求
人
に
関
す
る
情
報
、
社
員
食
堂
な
ど
の
共

用
施
設
の
利
用
、
教
育
訓
練
の
機
会
な
ど
に
つ
い
て
も
、
正
規
従
業
員
と
の
同
等
の
権

利
を
付
与
す
る
も
の
と
し
た
。
た
だ
し
、
均
等
処
遇
を
必
要
と
す
る
給
与
の
範
囲
は
各

国
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
、
一
定
の
猶
予
期
間
を
設
け
る
こ
と
も
認
め
て
い
る
。

（
２１
）
職
安
法
第
四
条
は
、
労
働
者
供
給
を
「
供
給
契
約
に
基
づ
い
て
労
働
者
を
他
人
の

指
揮
命
令
を
受
け
て
労
働
に
従
事
さ
せ
る
こ
と
」
と
規
定
し
て
い
る
。
な
お
、
労
働
組

合
は
、
大
臣
の
許
可
を
受
け
て
行
う
場
合
に
労
働
者
供
給
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。

（
２２
）
萬
井
隆
令
・
山
崎
友
香
「『
労
働
者
供
給
』
の
概
念
」『
労
働
法
律
旬
報
』
№
一
五

五
七
（
二
〇
〇
三
年
）
は
、
労
働
省
の
通
達
「
労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確

保
及
び
派
遣
労
働
者
の
就
業
条
件
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
第
三
章
第
四
節
関
係
）
の

施
行
に
つ
い
て
」
を
検
討
し
、
労
働
省
が
、
供
給
元
と
労
働
者
の
間
に
労
働
契
約
が
締

結
さ
れ
て
い
る
場
合
、
供
給
先
に
労
働
者
を
雇
用
さ
せ
る
こ
と
を
約
束
し
な
い
限
り
、

労
働
者
供
給
事
業
に
は
あ
た
ら
ず
、
派
遣
の
形
式
を
と
っ
て
い
る
も
の
は
、
違
法
な
も

の
で
あ
っ
て
も
派
遣
法
に
よ
っ
て
対
処
す
る
、
と
い
う
立
場
を
と
っ
て
い
る
こ
と
を
明

ら
か
に
し
て
い
る
。

（
２３
）
た
と
え
ば
、
派
遣
期
間
の
制
限
の
あ
る
業
務
で
三
年
を
超
え
て
派
遣
労
働
者
を
利

用
す
る
場
合
に
は
、
派
遣
先
企
業
は
派
遣
労
働
者
を
直
接
雇
用
を
申
し
入
れ
る
義
務
を

負
う
こ
と
、
派
遣
労
働
者
の
個
人
情
報
の
保
護
、
社
会
保
険
・
雇
用
保
険
の
加
入
促

進
、
派
遣
先
に
よ
る
セ
ク
ハ
ラ
防
止
や
母
性
保
護
の
責
任
の
明
確
化
な
ど
で
あ
る
。

（
２４
）
製
造
業
（
電
機
産
業
）
に
お
け
る
請
負
が
偽
装
請
負
で
あ
る
根
拠
と
し
て
、
戸
室

健
作
「
電
機
産
業
に
お
け
る
構
内
請
負
労
働
の
実
態
」『
大
原
社
会
問
題
研
究
所
雑
誌
』

№
五
五
〇
・
五
五
一
（
二
〇
〇
四
年
）
は
、
①
ユ
ー
ザ
ー
か
ら
の
注
文
が
労
働
者
の
人

数
を
単
位
と
し
て
い
る
、
②
請
負
業
者
が
提
示
す
る
料
金
が
労
働
者
の
技
能
ラ
ン
ク
に

応
じ
て
異
な
る
、
③
採
用
に
際
し
て
ユ
ー
ザ
ー
の
事
前
面
接
が
あ
る
、
④
ラ
イ
ン
で
の

指
揮
が
ユ
ー
ザ
ー
企
業
の
リ
ー
ダ
ー
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
、
請
負
労
働
者
と
ユ
ー
ザ
ー

企
業
の
正
社
員
が
混
在
し
て
働
い
て
い
る
、
⑤
請
負
会
社
の
異
な
る
請
負
労
働
者
が
混

在
し
て
働
い
て
い
る
、
⑥
ユ
ー
ザ
ー
企
業
の
生
産
調
整
で
請
負
労
働
者
の
配
置
が
な
さ

れ
る
等
を
あ
げ
て
い
る
。

（
２５
）
後
藤
道
夫
「
ワ
ー
キ
ン
グ
プ
ア
増
大
の
前
史
と
背
景
―
戦
後
日
本
に
お
け
る
貧
困

問
題
の
展
開
」『
世
界
』
〇
八
年
一
月
号
（
二
〇
〇
八
年
）
を
参
照
。
こ
の
よ
う
な
観
点

か
ら
後
藤
は
、
高
度
成
長
期
に
お
い
て
も
そ
の
大
量
存
在
を
主
張
し
つ
づ
け
た
江
口
を

高
く
評
価
し
て
い
る
。
貧
困
は
客
観
的
に
は
存
在
し
た
が
、
高
度
成
長
期
に
お
け
る
社

会
意
識
の
変
化
に
加
え
、
八
〇
年
代
の
日
本
経
済
の
国
際
化
と
バ
ブ
ル
経
済
の
到
来
、

日
本
型
雇
用
の
社
会
標
準
化
、
低
失
業
率
、
日
本
社
会
の
保
守
化
に
よ
る
貧
困
問
題
の

「
周
辺
化
」
の
な
か
で
「
不
可
視
化
」
さ
れ
た
と
い
え
る
。

（
２６
）
日
経
連
『
新
時
代
の
「
日
本
的
経
営
」』
で
は
、
こ
れ
か
ら
の
賃
金
管
理
に
つ
い
て

以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
厳
し
い
環
境
の
下
、
総
額
人
件
費
管
理
の
徹
底
化
が
求

め
ら
れ
る
。
賃
金
、
賞
与
、
退
職
金
、
福
利
費
等
を
パ
ッ
ケ
ー
ジ
に
し
た
上
で
、
経
営

計
画
を
踏
ま
え
た
計
画
的
な
人
件
費
管
理
を
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
か
ら
は
、
職
能
・

業
績
を
ベ
ー
ス
に
、
職
務
内
容
や
職
務
階
層
に
応
じ
た
複
線
型
の
賃
金
管
理
を
導
入
す

る
と
と
も
に
、
現
在
の
賃
金
カ
ー
ブ
に
つ
い
て
も
見
直
し
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の

た
め
に
は
、
一
定
資
格
以
上
は
、
よ
り
成
果
・
業
績
に
よ
っ
て
上
下
が
拡
大
す
る
、
ラ

ッ
パ
型
賃
金
管
理
を
志
向
す
べ
き
で
あ
る
」。
な
お
、「
新
・
日
本
的
経
営
」
以
降
の
賃

金
管
理
は
丹
下
晴
喜
「
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
と
財
界
の
雇
用
・
賃
金
政
策
」『
経

済
』
〇
五
年
一
二
月
号
（
二
〇
〇
五
年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
２７
）
詳
し
く
は
、
伍
賀
一
道
「
雇
用
と
働
き
方
の
戦
後
史
―
『
労
働
力
浪
費
的
雇
用
』

に
着
目
し
て
」『
経
済
』
〇
五
年
一
二
月
号
（
二
〇
〇
五
年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
２８
）
「
社
外
工
」
と
は
、
大
企
業
の
構
内
作
業
を
下
請
け
す
る
企
業
に
よ
っ
て
雇
わ
れ
、

大
企
業
の
構
内
で
就
労
す
る
労
働
者
を
い
う
。
社
外
工
は
戦
前
の
組
制
度
に
起
源
を
持

っ
て
い
る
と
さ
れ
、
戦
後
の
労
働
者
供
給
事
業
の
禁
止
に
伴
い
姿
を
消
し
て
い
た
。
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（
２９
）
雇
用
審
議
会
答
申
の
第
二
号
（
一
九
五
九
年
）
や
第
七
号
（
一
九
六
五
年
）
で

は
、
社
外
工
制
度
へ
の
批
判
、「
近
代
的
労
働
市
場
の
形
成
」
の
重
視
が
見
ら
れ
る
。

（
３０
）
経
済
審
議
会
「
経
済
審
議
会
建
議

六
分
野
の
経
済
構
造
改
革
」（
一
九
九
六
年
）

に
よ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、「
我
が
国
経
済
は
目
覚
し
い
発
展
を
遂
げ
、
労
働
市
場
も
六

〇
年
代
に
は
先
進
国
型
の
労
働
需
要
超
過
基
調
へ
と
転
換
し
、
い
わ
ゆ
る
『
不
安
定
就

業
者
』
の
滞
留
と
い
っ
た
問
題
は
解
消
し
た
。
そ
う
し
た
中
で
、
第
二
次
世
界
大
戦
直

後
に
設
定
さ
れ
た
制
度
と
今
日
の
労
働
市
場
と
の
間
に
は
状
況
対
応
的
な
姿
勢
で
は
対

処
で
き
な
い
懸
隔
が
生
じ
て
い
る
が
、
そ
の
典
型
が
職
業
安
定
法
等
に
基
づ
く
労
働
力

需
給
シ
ス
テ
ム
の
在
り
方
で
あ
る
」
と
さ
れ
て
い
る
。

（
３１
）
国
保
は
、
自
営
業
者
ら
が
加
入
す
る
地
域
保
険
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た

が
、
約
七
割
を
占
め
た
農
業
者
と
自
営
業
者
の
割
合
は
、
〇
六
年
に
は
二
割
以
下
に
激

減
す
る
一
方
、
一
割
に
満
た
な
か
っ
た
無
職
の
割
合
は
半
数
を
超
え
て
お
り
、
非
正
規

雇
用
な
ど
被
用
者
の
割
合
も
約
四
分
の
一
を
占
め
て
い
る
。
〇
八
年
四
月
時
点
の
加
入

者
は
三
六
六
〇
万
人
で
、
七
五
歳
以
上
の
約
一
一
〇
〇
万
人
は
新
し
い
高
齢
者
医
療
制

度
に
移
行
し
た
が
、
約
三
割
の
一
〇
九
〇
万
人
が
六
五
〜
七
四
歳
の
高
齢
者
で
あ
る
。

厚
労
省
の
〇
八
年
九
月
調
査
で
は
、
全
世
帯
の
二
割
近
く
の
約
三
八
五
万
世
帯
が
滞
納

世
帯
で
あ
る
（『
読
売
新
聞
』
〇
八
年
一
一
月
四
日
付
）。

（
３２
）
一
九
五
七
年
度
『
経
済
白
書
』
は
、
就
業
者
四
三
〇
〇
万
人
、
完
全
失
業
者
は
六

〇
万
人
、
完
全
失
業
率
は
二
％
弱
と
い
う
数
字
を
紹
介
し
な
が
ら
、「
わ
が
国
の
雇
用
は

満
足
す
べ
き
状
態
な
の
で
あ
ろ
う
か
」
と
し
、「
わ
が
国
の
よ
う
な
農
業
や
中
小
企
業
が

広
範
に
存
在
す
る
国
で
は
低
生
産
性
、
低
所
得
の
不
完
全
就
業
の
存
在
が
問
題
な
の
で

あ
っ
て
、
先
進
国
の
よ
う
に
雇
用
状
態
を
完
全
失
業
者
の
多
寡
で
図
る
こ
と
が
で
き
な

い
」
と
し
た
。
ま
た
、『
所
得
倍
増
計
画
』（
一
九
六
〇
年
）
で
は
、「
計
画
の
中
心
的
課

題
」
と
し
て
「（
五
）
二
重
構
造
の
緩
和
と
社
会
的
安
定
の
確
保
」
が
挙
げ
ら
れ
、
成
長

に
取
り
残
さ
れ
る
部
門
に
つ
い
て
は
、
社
会
的
緊
張
の
緩
和
と
い
う
点
で
特
別
の
考
慮

を
払
う
こ
と
が
要
請
さ
れ
る
と
し
、
社
会
保
障
の
充
実
が
主
張
さ
れ
た
。

（
３３
）
後
藤
は
、
こ
の
よ
う
な
政
府
の
認
識
を
「
開
発
体
制
下
の
『
福
祉
国
家
』
志
向
」

と
概
括
し
て
い
る
。
こ
こ
で
い
う
「
開
発
体
制
」
と
は
、
政
府
が
資
金
供
給
や
産
業
基

盤
・
成
長
環
境
の
整
備
を
行
い
、
企
業
を
成
長
さ
せ
る
こ
と
で
高
度
成
長
を
達
成
し
、

雇
用
の
増
大
と
賃
金
の
上
昇
を
図
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
国
家
は
経
済
成
長
を
通

じ
て
間
接
的
に
国
民
生
活
の
向
上
に
努
め
る
こ
と
と
な
る
。
こ
れ
に
対
し
て
西
欧
型
福

祉
国
家
体
制
で
は
、
国
家
は
社
会
保
障
な
ど
に
よ
っ
て
直
接
に
国
民
生
活
の
安
定
化
を

図
る
。
こ
の
時
期
の
日
本
は
、
基
本
的
に
は
開
発
主
義
国
家
で
あ
り
な
が
ら
、
社
会
的

緊
張
を
背
景
と
し
「
日
本
社
会
の
後
進
性
」
へ
の
対
応
と
し
て
直
接
的
な
国
民
安
定
化

策
が
と
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

特集１ 今日のワーキングプアと非正規雇用問題
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